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天石窟伝承と古代の祭祀構造に関する考察─ 43 ─

は
じ
め
に

　
『
日
本
書
紀
』
は
律
令
国
家
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
正
史
で
あ
る
。
そ

の
編
纂
に
お
い
て
は
、
多
く
の
記
録
を
集
め
、
そ
こ
か
ら
正
説
を
組
み
立

て
る
作
業
が
お
こ
な
わ
れ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
複
数
の
素
材

か
ら
取
捨
選
択
が
な
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る（
１
）。
こ
の
説
に
従
え
ば
、『
日

本
書
紀
』
の
編
纂
作
業
は
、
律
令
国
家
の
理
念
や
価
値
観
が
多
分
に
反
映

さ
れ
た
作
業
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

　

右
の
指
摘
を
踏
ま
え
れ
ば
、『
日
本
書
紀
』
の
諸
伝
承
に
お
け
る
祭
祀
・

天
石
窟
伝
承
と
古
代
の
祭
祀
構
造
に
関
す
る
考
察

─
天
鈿
女
命
の
「
俳
優
」
と
「
顕
神
明
之
憑
談
」
を
中
心
に
─小

林
宣
彦

神
事
に
関
す
る
箇
所
も
、
編
纂
時
に
律
令
国
家
の
理
念
が
反
映
さ
れ
て
整

え
ら
れ
た
箇
所
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、『
日
本
書
紀
』
の
祭
祀
・

神
事
と
律
令
祭
祀
と
は
理
念
的
に
共
通
す
る
点
が
あ
る
と
言
え
る
。
つ
ま

り
、
律
令
祭
祀
の
構
造
を
解
明
す
る
た
め
に
は
、『
日
本
書
紀
』
の
祭
祀
・

神
事
を
全
体
的
に
確
認
し
て
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

本
論
で
は
『
日
本
書
紀
』
の
諸
伝
承
の
う
ち
、
天
石
窟
伝
承
を
と
り
あ

げ
て
、
そ
こ
に
記
載
さ
れ
る
祭
祀
・
神
事
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　
『
日
本
書
紀
』巻
第
一
・
第
七
段
の
本
文（
以
後
、「
本
文
」と
す
る
）は
、

素
戔
嗚
尊
の
非
情
な
行
為
に
怒
っ
た
天
照
大
神
が
天
石
窟
に
こ
も
る
と
い

う
、
あ
ま
り
に
も
著
名
な
場
面
で
あ
る（
２
）。
天
の
八
十
万
神
が
天
安
河
辺
に
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あ
つ
ま
っ
て
相
談
し
、
結
局
、
思
兼
神
の
「
深
謀
遠
慮
」
に
よ
っ
て
天
照

大
神
が
天
石
窟
か
ら
出
て
く
る
と
い
う
伝
承
で
あ
る
。

　

思
兼
神
の
深
謀
遠
慮
に
従
っ
て
お
こ
な
わ
れ
た
の
は
、次
の
通
り
で
あ
る
。

・
常
世
の
長
鳴
鳥
を
集
め
て
長
鳴
さ
せ
る
。

・
手
力
雄
神
を
磐
戸
の
傍
ら
に
立
た
せ
る
。

・
天
児
屋
命
と
太
玉
命
は
、
祈
祷
を
す
る
。

・ 

天
鈿
女
命
が
天
石
窟
戸
の
前
で
「
俳
優
」
と
「
顕
神
明
之
憑
談
」
を

お
こ
な
う
。

　

右
を
お
こ
な
っ
た
と
こ
ろ
、
天
照
大
神
が
磐
戸
を
少
し
開
い
て
外
の
様

子
を
う
か
が
い
、
手
力
雄
神
が
天
照
大
神
の
手
を
と
っ
て
石
窟
か
ら
引
き

出
す
の
で
あ
る
。

　

こ
の
伝
承
の
な
か
で
、
天
児
屋
命
と
太
玉
命
の
所
作
は
祭
祀
の
原
型
を

示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
、
さ
ら
に
、
天
鈿
女
命
の
所
作
に
つ
い
て
は
鎮
魂

祭
と
の
関
係
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（
３
）。
た
だ
、
天
鈿
女
命
に
つ
い
て
の
考
究

は
、
律
令
祭
祀
と
の
関
連
性
が
未
だ
十
分
で
は
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
そ

こ
で
、本
論
で
は
、天
石
窟
伝
承
に
お
け
る
天
鈿
女
命
の
神
事
を
検
討
し
、

律
令
祭
祀
の
構
造
の
解
明
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。

一
、�『
日
本
書
紀
』・『
古
事
記
』
に
お
け
る
天
石
窟
伝
承
の

検
討

　

ま
ず
、「
本
文
」
に
対
し
て
は
、
三
つ
の
異
伝
（
一
書
）
が
あ
る
。
ま
た
、

『
古
事
記
』
に
も
「
本
文
」
に
対
応
す
る
記
述
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
ら
を

次
に
示
し
、
基
本
的
な
確
認
を
し
て
み
た
い
。

◯
『
日
本
書
紀
』
巻
第
一　

第
七
段　
「
本
文
」

・ 

誓
約
の
後
、素
戔
嗚
尊
の
お
こ
な
い
は
と
て
も
非
情
な
も
の
で
あ
っ
た
。

・
天
照
大
神
は
立
腹
し
、天
石
窟
に
入
り
、磐
戸
を
閉
ざ
し
て
幽
っ
た
。

・
世
界
は
暗
闇
に
な
り
、
昼
夜
が
分
か
ら
な
く
な
っ
た
。

・
八
十
万
の
神
は
天
安
河
に
集
ま
り
、
祈
る
方
法
を
相
談
し
た
。

・
思
兼
神
の
深
謀
遠
慮

一
、
常
世
の
長
鳴
鳥
を
集
め
、
長
鳴
き
さ
せ
た

二
、
手
力
雄
神
を
磐
戸
の
傍
ら
に
立
た
せ
た

三
、 

天
児
屋
命
（
中
臣
の
遠
祖
）
と
太
玉
命
（
忌
部
の
遠
祖
）
が
天

香
山
の
五
百
箇
の
真
坂
樹
を
根
ご
と
掘
っ
て
き
て
、
上
枝
に
は

八
坂
瓊
の
五
百
箇
の
御
統
を
か
け
、中
枝
に
は
八
咫
鏡
を
か
け
、

下
枝
に
は
青
和
幣
と
白
和
幣
を
か
け
、
一
緒
に
祈
祷
し
た
。
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四
、 
天
鈿
女
命
は
手
に
茅
を
纏
い
た
矛
を
持
っ
て
天
石
窟
の
戸
の
前

に
立
ち
、
た
く
み
に
「
俳
優
」
し
た
。
ま
た
、
天
香
山
の
真
坂

樹
を
蔓
に
し
、
蘿
を
手
繦
に
し
て
、
か
が
り
火
を
焚
き
、
覆
槽

を
伏
せ
置
き
、「
顕
神
明
之
憑
談
」
し
た
。

・ 

天
照
大
神
は
「
私
が
石
窟
に
こ
も
っ
て
い
る
か
ら
豊
葦
原
中
国
は
夜

が
続
い
て
い
る
は
ず
な
の
に
、
ど
う
し
て
天
鈿
女
命
は
歓
喜
し
て
笑

う
の
か
」
と
言
い
、
細
め
に
磐
戸
を
あ
け
て
外
を
の
ぞ
い
た
。

・
隠
れ
て
い
た
手
力
雄
命
が
天
照
大
神
の
手
を
と
っ
て
引
き
出
し
た
。

・ 

中
臣
神
と
忌
部
神
が
端
出
之
縄
を
引
き
渡
し
、「
今
後
は
こ
の
中
に

お
戻
り
に
な
さ
い
ま
せ
ん
よ
う
に
」
と
申
し
上
げ
た
。

・ 

そ
の
後
、
諸
神
は
、
罪
は
素
戔
嗚
尊
に
あ
る
と
し
て
、
千
座
置
戸
を

科
し
て
厳
し
く
懲
罰
し
た
。
ま
た
、
そ
の
髪
を
抜
い
て
罪
を
贖
わ
せ

た
。
手
足
の
爪
を
抜
い
て
贖
わ
せ
た
。

・
素
戔
嗚
尊
を
高
天
原
か
ら
追
放
し
た
。

◯
『
日
本
書
紀
』
巻
第
一　

第
七
段　
「
一
書
（
第
一
）」

・ 

誓
約
の
後
、
稚
日
女
尊
が
斎
服
殿
で
「
神
之
御
服
」
を
織
っ
て
い
た

と
こ
ろ
、素
戔
嗚
尊
は
斑
駒
を
逆
剥
ぎ
に
し
て
御
殿
に
投
げ
入
れ
た
。

稚
日
女
尊
は
驚
き
、
機
か
ら
落
ち
て
梭
で
傷
つ
き
、
神
退
る
。

・ 

天
照
大
神
は
素
戔
嗚
尊
に
「
お
前
に
は
ま
だ
黒
き
心
が
あ
る
。
お
前

と
会
わ
な
い
」
と
し
て
、
天
石
窟
に
入
っ
て
磐
戸
を
閉
め
て
し
ま
っ

た
の
で
、
天
下
は
常
闇
に
な
っ
て
昼
夜
の
別
が
無
く
な
っ
た
。

・
八
十
万
神
は
天
高
市
に
会
し
て
相
談
し
た
。

・ 

思
兼
神
（
高
皇
産
霊
の
子
）「
天
照
大
神
の
象
を
作
っ
て
招
き
出
し

奉
る
」

一
、 

石
凝
姥
を
鍛
冶
工
と
し
て
、
天
香
山
の
金
を
採
っ
て
日
矛
を
作

ら
せ
る

二
、
真
名
鹿
の
皮
を
全
剥
に
し
て
天
羽
鞴
を
作
る
。

三
、 

こ
れ
ら
を
以
て
作
っ
た
象
は
、
紀
伊
国
に
鎮
座
す
る
日
前
神
で

あ
る
。

◯
『
日
本
書
紀
』
巻
第
一　

第
七
段　
「
一
書
（
第
二
）」

・ 

素
戔
嗚
尊
の
乱
暴
（
春
に
渠
填
・
畔
毀
、
秋
の
収
穫
時
に
田
を
犯
す
、

織
殿
に
生
剥
し
た
斑
駒
を
投
げ
入
れ
る
）
を
日
神
尊
は
咎
め
ず
恨
ま

ず
、
寛
大
な
心
で
ゆ
る
し
て
い
た
。

・ 

日
神
が
新
嘗
を
行
な
う
際
に
、
素
戔
嗚
尊
は
新
嘗
の
御
殿
の
座
の
下

に
ひ
そ
か
に
糞
を
し
た
。

・
日
神
は
全
身
が
く
さ
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

・
日
神
は
立
腹
し
て
天
石
窟
に
入
っ
て
磐
戸
を
閉
じ
て
し
ま
っ
た
。

・ 

神
々
は
そ
れ
を
憂
え
、
天
糠
戸
者
（
鏡
作
部
の
遠
祖
）
に
鏡
を
作
ら
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せ
、
太
玉
（
忌
部
の
遠
祖
）
に
幣
を
作
ら
せ
、
豊
玉
（
玉
作
部
の
遠

祖
）
に
玉
を
作
ら
せ
た
。
ま
た
、
山
雷
者
に
五
百
箇
の
真
坂
樹
の

八
十
玉
籤
を
採
ら
せ
、
野
槌
者
に
は
五
百
箇
の
野
薦
の
八
十
玉
籤
を

採
ら
せ
た
。

・ 

こ
れ
ら
の
物
が
す
べ
て
集
め
ら
れ
る
と
、
天
児
屋
命
（
中
臣
の
遠
祖
）

が
神
祝
を
の
べ
た
。

・
日
神
は
磐
戸
を
あ
け
て
出
て
き
た
。

・ 

鏡
を
石
窟
に
差
し
入
れ
た
際
に
戸
に
触
れ
て
小
さ
い
瑕
が
つ
い
た
。

そ
の
瑕
は
今
も
つ
い
て
お
り
、こ
れ
が
伊
勢
に
奉
斎
す
る
大
神
で
あ
る
。

・ 

神
々
は
素
戔
嗚
尊
に
罪
を
科
し
て
、
祓
具
を
責
め
徴
っ
た
。
手
端
の

吉
棄
物
と
足
端
の
凶
棄
物
が
あ
り
、
唾
を
白
和
幣
、
洟
を
青
和
幣
と

し
た
。こ
れ
を
も
っ
て
解
除
を
し
て
、神
や
ら
い
の
こ
と
わ
り
に
よ
っ

て
追
放
し
た
。

◯
『
日
本
書
紀
』
巻
第
一　

第
七
段　
「
一
書
（
第
三
）」

・ 

素
戔
嗚
尊
は
姉
の
日
神
を
妬
み
、
田
作
り
を
妨
害
し
た
（
春
は
廃
渠

槽
・
埋
溝
・
毀
畔
・
重
播
種
子
、
秋
は
捶
籤
・
馬
伏
）。

・
日
神
は
と
が
め
な
か
っ
た
。

　

（
云
々
）

・ 

日
神
が
天
石
窟
に
こ
も
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、神
々
は
天
児
屋
命（
興

台
産
霊
の
子
、
中
臣
の
遠
祖
）
に
祈
祷
を
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。

・ 

天
児
屋
命
は
天
香
山
の
真
坂
木
を
根
ご
と
掘
っ
て
き
て
、
上
枝
に
は

石
凝
戸
辺
（
天
抜
戸
の
子
、
鏡
作
の
遠
祖
）
の
作
っ
た
八
咫
鏡
を
か

け
、
中
枝
に
は
天
明
玉
（
伊
弉
諾
尊
の
子
、
玉
作
の
遠
祖
）
の
作
っ

た
八
尺
瓊
の
曲
玉
を
か
け
、
下
枝
に
は
天
日
鷲
（
粟
国
忌
部
の
遠
祖
）

の
作
っ
た
木
綿
の
幣
を
か
け
、
太
玉
命
（
忌
部
首
の
遠
祖
）
に
執
り

持
た
せ
て
、
称
辞
を
も
っ
て
祈
っ
た
。

・ 

日
神
は
こ
れ
を
聞
い
て
、「
こ
ん
な
に
美
し
い
言
上
は
無
い
」と
言
い
、

細
め
に
磐
戸
を
あ
け
て
外
を
の
ぞ
い
た
。

・ 

磐
戸
の
そ
ば
に
隠
れ
て
い
た
天
手
力
雄
神
が
戸
を
あ
け
た
の
で
、
日

神
の
光
が
世
界
に
み
ち
た
。

・ 

諸
神
は
大
い
に
喜
び
、
素
戔
嗚
尊
に
千
座
置
戸
の
解
除
を
科
し
て
、

手
の
爪
を
吉
爪
棄
物
と
し
、
足
の
爪
を
凶
爪
棄
物
と
し
た
。
天
児
屋

命
に
そ
の
解
除
の
太
諄
辞
を
唱
え
さ
せ
た
。

・
神
々
は
、
素
戔
嗚
尊
を
追
放
し
た
。

・
追
放
の
後
、
素
戔
嗚
尊
と
日
神
の
誓
約
が
お
こ
な
わ
れ
る
。

◯
『
古
事
記
』

・ 
速
須
佐
男
命
は
誓
約
の
勝
さ
び
に
、
天
照
大
御
神
に
悪
ぶ
る
態
を
お

こ
な
っ
た
が
、
天
照
大
御
神
は
咎
め
な
か
っ
た
。
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・ 

忌
服
屋
に
天
斑
馬
を
逆
剥
ぎ
に
し
て
頂
か
ら
堕
と
し
入
れ
る
と
、
天

服
織
女
が
驚
い
て
梭
で
陰
を
衝
い
て
死
ん
で
し
ま
っ
た
。

・
天
照
大
御
神
は
そ
れ
を
見
て
天
石
屋
戸
を
開
い
て
隠
っ
て
し
ま
っ
た
。

・
高
天
原
と
葦
原
中
国
は
暗
闇
と
な
り
、
常
夜
と
な
っ
た
。

・
万
の
妖
が
悉
く
発
生
し
た
。

・ 

八
百
万
神
は
天
安
河
原
に
集
ま
っ
て
、
思
金
神
（
高
御
産
巣
日
神
の

子
）
に
考
え
さ
せ
た
。

一
、
常
世
の
長
鳴
鳥
を
集
め
て
鳴
か
せ
た
。

二
、 

天
安
河
の
川
上
の
天
堅
石
を
取
り
、
天
金
山
の
鉄
を
取
り
、
伊

斯
許
理
度
売
命
に
鏡
を
作
ら
せ
、
玉
祖
命
に
八
尺
勾
璁
の
五
百

津
の
御
統
の
珠
を
作
ら
せ
た
。

三
、 

天
児
屋
命
と
布
刀
玉
命
を
召
し
て
、
天
香
山
の
真
男
鹿
の
肩
甲

骨
と
天
波
々
迦
を
取
り
、
占
を
さ
せ
た
。

四
、 

天
香
山
の
五
百
津
の
真
賢
木
を
根
ご
と
掘
り
、
上
枝
に
八
尺
勾

璁
の
五
百
津
の
御
統
の
玉
を
取
り
つ
け
、
中
枝
に
八
尺
鏡
を
取

り
か
け
、
下
枝
に
白
和
幣
と
青
和
幣
を
取
り
垂
ら
し
た
。

五
、 

こ
れ
ら
は
布
刀
玉
命
が
太
御
幣
と
し
て
取
り
持
ち
、
天
児
屋
命

は
太
祝
詞
を
言
祷
ぎ
申
し
上
げ
た
。

六
、
天
手
力
男
神
は
、
戸
わ
き
に
隠
れ
立
っ
た
。

七
、 

天
宇
受
売
命
は
天
香
山
の
天
日
影
を
手
次
と
し
、
天
真
折
を
縵

と
し
、
天
香
山
の
小
竹
葉
を
手
草
に
結
ん
で
、
天
石
屋
戸
に
覆

槽
を
伏
せ
て
踏
み
鳴
ら
し
て
、神
懸
り
し
て
、胸
乳
を
出
し
て
、

裳
の
緒
を
陰
に
忍
し
垂
ら
し
た
。

八
、
高
天
原
の
八
百
万
の
神
は
共
に
咲
っ
た
。

・ 

天
照
大
御
神
は
不
審
に
思
い
、
天
石
屋
戸
を
細
め
に
開
い
て
、「
私

が
隠
っ
て
い
る
か
ら
天
の
原
も
葦
原
中
国
も
闇
い
と
思
う
の
に
、
ど

う
し
て
天
宇
受
売
は
歌
い
舞
い
、
八
百
万
の
神
は
咲
う
の
か
」

・ 

天
宇
受
売
「
汝
命
よ
り
貴
い
神
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
故
に
歓
喜
び

咲
い
歌
い
舞
っ
て
お
り
ま
す
」

・ 

天
児
屋
命
と
布
刀
玉
命
は
、
鏡
を
さ
し
だ
し
て
天
照
大
御
神
に
み
せ

る
と
、
天
照
大
御
神
は
ま
す
ま
す
不
審
に
思
い
、
戸
か
ら
少
し
出
て

う
か
が
う
と
、
手
力
男
神
は
手
を
取
っ
て
引
き
出
し
た
。

・ 

す
ぐ
に
布
刀
玉
命
は
、
尻
久
米
縄
を
引
き
渡
し
て
「
こ
れ
よ
り
内
に

戻
り
入
ら
な
い
で
く
だ
さ
い
」

・
天
照
大
御
神
が
出
た
の
で
高
天
原
と
葦
原
中
国
は
明
る
く
な
っ
た
。

・ 

八
百
万
の
神
は
相
談
し
て
、
速
須
佐
男
命
に
千
座
置
戸
を
負
わ
せ
、

鬚
と
手
足
の
爪
を
切
り
、
祓
え
と
し
、
放
逐
し
た
。

　

右
の
諸
伝
承
で
共
通
す
る
の
は
、「
素
戔
嗚
尊
（
須
佐
男
命
）
の
乱
暴

が
あ
っ
た
」、「
天
照
大
神
が
天
石
窟（
天
石
屋
）に
こ
も
っ
て
し
ま
っ
た
」、
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「
神
々
が
天
照
大
神
に
出
て
き
て
も
ら
お
う
と
意
図
し
た
」
と
い
う
三
点

で
あ
る
。
各
伝
承
の
差
異
を
確
認
す
る
と
、
ま
ず
、
天
照
大
神
が
天
石
窟

に
入
っ
た
理
由
か
ら
違
い
が
あ
る
。

表
１
【
天
石
窟
に
こ
も
っ
た
理
由
】

「
本
文
」

素
戔
嗚
尊
の
「
為
行
」（
春
は
重
播
種
子
・
畔
毀
、
秋
は
天
斑

駒
を
田
に
伏
せ
る
。
新
嘗
儀
礼
を
お
こ
な
う
新
宮
に
く
そ
を

す
る
。
皮
を
剥
い
だ
馬
を
斎
服
殿
の
屋
根
か
ら
投
げ
入
れ
、

天
照
大
神
は
梭
で
身
体
を
傷
つ
け
た
）に
天
照
大
神
が「
発
慍
」

「
一
書（
第
一
）」
素
戔
嗚
尊
が
逆
剥
に
し
た
斑
駒
を
斎
服
殿
に
投
げ
入
れ
る

と
、
稚
日
女
尊
は
梭
で
身
体
を
傷
つ
け
神
退
る
。
天
照
大
神

「
汝
猶
有
黒
心
。
不
欲
与
汝
相
見
」

「
一
書（
第
二
）」
日
神
が
新
嘗
の
儀
礼
を
お
こ
な
う
と
き
に
、
素
戔
嗚
尊
は
新

宮
の
座
の
下
に
ひ
そ
か
に
糞
を
す
る
。
日
神
は
知
ら
ず
に
座

の
上
に
い
た
の
で
、体
中
が
く
さ
く
な
っ
て
し
ま
い
、「
恚
恨
」

「
一
書（
第
三
）」
不
明

『
古
事
記
』

忌
服
屋
に
天
斑
馬
を
逆
剥
ぎ
に
し
て
頂
か
ら
堕
と
し
入
れ
る

と
、
天
服
織
女
が
驚
い
て
梭
で
陰
を
衝
い
て
死
ん
で
し
ま
っ

た
。
天
照
大
御
神
は
そ
れ
を
見
て
天
石
屋
戸
を
開
い
て
隠
っ

て
し
ま
っ
た
。（
感
情
は
不
明
）

　

表
１
を
見
る
と
、「
一
書
（
第
三
）」
以
外
で
は
、
素
戔
嗚
尊
の
非
情
な

お
こ
な
い
に
よ
っ
て
天
照
大
神
が
石
窟
に
こ
も
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
直
接

の
理
由
は
異
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
、「
本
文
」・「
一
書
（
第
一
）」・『
古
事

記
』
で
は
、
梭
で
傷
を
負
っ
た
も
し
く
は
死
ん
で
し
ま
っ
た
こ
と
が
直
接

の
原
因
と
考
え
ら
れ
る
が
、そ
の
被
害
者
は
、「
本
文
」は
天
照
大
神
だ
が
、

「
一
書
（
第
一
）」
は
「
稚
日
女
尊
」、『
古
事
記
』
は
「
天
服
織
女
」
と
な
っ

て
い
る
。「
一
書
（
第
二
）」
で
は
、
新
嘗
儀
礼
に
お
け
る
天
照
大
神
の
座

の
下
に
ひ
そ
か
に
糞
を
し
た
こ
と
が
、
天
照
大
神
の
「
恙
恨
」
に
つ
な
が

り
、
石
窟
に
こ
も
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
伝
承
を
確
認
す
る
と
、
類
似
点
が
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
ぞ
れ

は
独
立
し
た
説
話
と
し
て
展
開
し
て
い
る
の
が
分
か
る
。

表
２
【
天
照
大
神
が
天
石
窟
に
か
く
れ
た
こ
と
へ
の
対
応
】

「
本
文
」

思
兼
神
の
深
謀
遠
慮
（
一
～
四
）

「
一
書（
第
一
）」
思
兼
神
（
高
皇
産
霊
の
子
）
の
謀
「
天
照
大
神
の
象
を
作
っ

て
招
き
出
し
奉
る
（
結
果
は
不
明
）

「
一
書（
第
二
）」

神
々
は
、
天
糠
戸
者
に
は
鏡
、
太
玉
に
は
幣
、
豊
玉
に
は
玉

を
そ
れ
ぞ
れ
作
ら
せ
、
山
雷
者
に
は
五
百
箇
の
真
坂
樹
の

八
十
玉
籤
、
野
槌
者
に
は
五
百
箇
の
野
薦
の
八
十
玉
籤
を
そ

れ
ぞ
れ
採
ら
せ
た
。
こ
れ
ら
を
集
め
、
天
児
屋
命
（
中
臣
の

遠
祖
）
が
神
祝
を
の
べ
る
と
、
日
神
が
磐
戸
を
あ
け
て
出
て

き
た
。

「
一
書（
第
三
）」
神
々
は
天
児
屋
命
に
祈
祷
を
さ
せ
た
。
日
神
「
こ
ん
な
に
美

し
い
言
上
は
無
い
」
と
言
い
、
細
め
に
磐
戸
を
あ
け
て
外
を

の
ぞ
い
た
。
磐
戸
の
そ
ば
に
隠
れ
て
い
た
天
手
力
雄
神
が
戸

を
あ
け
る
と
、
日
神
の
光
が
世
界
に
み
ち
た
。

『
古
事
記
』

思
兼
神
の
思
（
一
～
八
）

　

次
に
、
隠
っ
て
し
ま
っ
た
天
照
大
神
に
出
て
き
て
も
ら
う
た
め
、
ど
の
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よ
う
に
対
応
し
た
の
か
、
各
伝
承
を
確
認
し
て
い
き
た
い
。

　

表
２
を
見
る
と
、思
兼
神
が
登
場
す
る
の
は「
本
文
」・「
一
書（
第
一
）」・

『
古
事
記
』
で
あ
り
、「
本
文
」
と
『
古
事
記
』
で
は
、
思
兼
神
の
「
深

謀
遠
慮
」・「
思
」（
以
後
、
深
謀
遠
慮
）
の
結
果
、
天
照
大
神
が
石
窟
か

ら
出
て
く
る
の
で
あ
る
。「
一
書
（
第
二
）」
と
「
一
書
（
第
三
）」
は
、

思
兼
神
が
登
場
し
な
い
。

　

ま
た
、「
一
書
（
第
一
）」
以
外
で
は
、
祭
祀
が
お
こ
な
わ
れ
る
が
、「
一

書
（
第
二
）」
と
「
一
書
（
第
三
）」
は
、
天
児
屋
命
の
「
神
祝
」
も
し
く

は「
称
辞
」に
感
応
し
て
天
照
大
神
が
出
て
く
る
の
だ
が
、「
本
文
」と『
古

事
記
』
の
祭
祀
は
、
思
兼
神
の
深
謀
遠
慮
の
一
つ
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
て

い
る
。

　

こ
こ
で
、「
本
文
」
と
『
古
事
記
』
に
よ
る
思
兼
神
の
深
謀
遠
慮
に
つ

い
て
も
う
一
度
確
認
し
た
い
。
ま
ず
、「
本
文
」
で
は
、
思
兼
神
の
深
謀

遠
慮
に
よ
る
所
作
を
お
こ
な
っ
た
と
こ
ろ
、
ど
の
よ
う
な
効
果
が
現
れ
た

か
と
い
え
ば
、
天
照
大
神
が
「
私
が
石
窟
に
こ
も
っ
て
い
る
か
ら
豊
葦
原

中
国
は
夜
が
続
い
て
い
る
は
ず
な
の
に
、
ど
う
し
て
天
鈿
女
命
は
歓
喜
し

て
笑
う
の
か
」
と
不
審
に
思
い
、
外
を
確
認
す
る
た
め
に
磐
戸
を
少
し
あ

け
て
い
る
。
ま
た
、『
古
事
記
』
で
は
、
天
照
大
御
神
は
「
私
が
隠
っ
て

い
る
か
ら
天
の
原
も
葦
原
中
国
も
闇
い
と
思
う
の
に
、
ど
う
し
て
天
宇
受

売
は
歌
い
舞
い
、八
百
万
の
神
は
咲
う
の
か
」と
不
審
に
思
っ
た
こ
と
で
、

天
石
屋
戸
を
細
め
に
開
い
て
い
る
。
両
者
と
も
、
天
照
大
神
が
戸
を
少
し

開
け
た
の
は
、外
に
出
る
た
め
で
は
な
く
、外
を
確
認
す
る
た
め
で
あ
る
。

戸
の
傍
ら
に
手
力
雄
神
を
立
た
せ
て
い
た
の
は
、
そ
れ
を
見
越
し
た
思
兼

神
の
深
謀
遠
慮
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
思
兼
神
の
深
謀
遠
慮
に

基
づ
く
所
作
は
、
天
照
大
神
を
不
審
に
思
わ
せ
、
外
を
確
認
さ
せ
る
た
め

の
手
段
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

　

そ
し
て
、「
本
文
」・『
古
事
記
』
と
も
に
、
天
鈿
女
命
（
天
宇
受
売
命
）

の
所
作
が
、
天
照
大
神
を
不
審
に
思
わ
せ
た
決
定
的
な
も
の
と
し
て
記
さ

れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
天
鈿
女
命
（
天
宇
受
売
命
）
が
お
こ
な
っ
た
所
作

が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
確
認
し
た
い
。

表
３
【
天
鈿
女
命
（
天
宇
受
売
命
）
の
所
作
】

「
本
文
」

『
古
事
記
』

・
茅
を
纏
い
た
矟
を
持
つ

・
天
石
窟
戸
の
前
に
立
つ

・
巧
に
「
作
俳
優
」

・
天
香
山
の
真
坂
樹
を
鬘
に
す
る

・
蘿
を
手
繦
に
す
る

・
火
処
焼

・
覆
槽
を
置
く

・「
顕
神
明
之
憑
談
」

・
天
香
山
の
天
日
影
を
手
次
に
す
る

・
天
真
折
を
縵
と
す
る

・
天
香
山
の
小
竹
葉
を
手
草
に
結
ぶ

・
覆
槽
を
伏
せ
、
踏
み
と
ど
ろ
こ
す

・
神
懸
り
す
る

・
胸
乳
を
掛
き
出
す

・
裳
の
緒
を
陰
に
忍
し
垂
ら
す

　

表
３
の
所
作
を
お
こ
な
っ
た
と
こ
ろ
、「
本
文
」で
は
、天
照
大
神
が「
云

何
天
鈿
女
命
㖸㖸
楽
如
此
者
乎
（
ど
う
し
て
天
鈿
女
命
は
あ
の
よ
う
に
歓
喜
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し
て
笑
う
の
か
）」
と
不
審
に
思
う
の
で
あ
る
。
ま
た
『
古
事
記
』
で
も
、

天
照
大
神
が
「
何
と
か
も
天
宇
受
売
は
楽
し（
４
）（

ど
う
し
て
天
宇
受
売
は
歌

い
舞
っ
て
い
る
の
か
）」
と
不
審
に
思
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
両

伝
承
、
特
に
『
日
本
書
紀
』
で
は
、
天
照
大
神
は
、
天
鈿
女
命
に
よ
る
所

作
の
内
容
に
つ
い
て
、
ま
っ
た
く
認
識
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
言
え

る
。

　

そ
れ
で
は
、
天
照
大
神
が
「
天
鈿
女
命
は
歓
喜
し
て
楽
し
み
笑
っ
て
い

る
」
と
考
え
た
の
は
、
は
た
し
て
何
故
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

次
節
で
は
、右
の
問
題
も
含
め
、天
鈿
女
命
の
所
作
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

二
、
天
鈿
女
命
の
所
作
に
つ
い
て
の
検
討

　

天
鈿
女
命
の
所
作
に
つ
い
て
は
、
前
節
で
確
認
し
た
が
、「
本
文
」
に

記
さ
れ
る
「
作
俳
優
」
と
「
顕
神
明
之
憑
談
」
の
内
容
が
分
か
り
に
く
い

の
で
、
ま
ず
は
こ
れ
ら
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　

ま
ず
「
俳
優
」
で
あ
る
が
、
諸
本
で
は
「
ワ
ザ
ヲ
キ
（
ワ
サ
ヲ
キ
）」

と
訓
ん
で
い
る（
５
）。「
俳
」
は
説
文
で
は
「
戯
也
」
と
あ
り
、「
俳
優
」
は
「
戯

伎
を
演
ず
る
芸
人
」や「
滑
稽
な
動
作
」の
意
で
あ
る
。こ
の「
俳
優
」は
、

『
古
事
記
』
の
「
高
天
の
原
動
み
て
八
百
万
の
神
共
に
咲
ひ
き
」
と
い
う

箇
所
に
対
応
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
が
、「
天
鈿
女
命
は
手

に
茅
を
纏
い
た
矛
を
持
っ
て
天
石
窟
の
戸
の
前
に
立
ち
、
た
く
み
に
滑
稽

な
動
作
を
し
た
」
と
す
る
「
本
文
」
の
解
釈
が
、
は
た
し
て
無
理
の
な
い

も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
検
討
す
る
た
め
に
、『
日
本
書
紀
』
に
お

け
る
「
俳
優
」
の
用
例
を
検
討
し
、
天
鈿
女
命
の
「
俳
優
」
に
つ
い
て
明

ら
か
に
し
た
い
。

　
『
日
本
書
紀
』
に
お
け
る
「
俳
優
」
の
用
例
は
、
巻
第
二
・
第
十
段
（
以

後
、「
第
十
段
」）
に
見
ら
れ
る
。
火
闌
降
命
が
彦
火
火
出
見
尊
に
し
た
が

い
、「
従
今
以
後
、
吾
将
為
汝
俳
優
之
民
。
請
施
恩
活
。」
と
言
っ
た
場
面

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
火
闌
降
命
が
彦
火
火
出
見
尊
の
「
俳
優
之
民
」
に
な

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、「
俳
優
之
民
」
を
「
伎
芸
を
演
ず
る
芸
人
」

も
し
く
は
「
滑
稽
な
動
作
を
す
る
民
」
と
解
釈
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。

「
第
十
段
」
の
一
書
（
第
二
・
第
四
）
で
も
同
様
の
伝
承
が
展
開
さ
れ
て

い
る
の
で
、
そ
れ
ら
を
含
め
て
、
表
４
で
確
認
し
た
い
。
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表
４
【「
第
十
段
」
に
お
け
る
「
俳
優
」・「
俳
人
」
の
用
例
】

本
文

「
従
今
以
後
、
吾
将
為
汝
俳
優

0

0

0

0

之
民
。
請
施
恩
活
。」

其
火
闌
降
命
、
即
吾
田
君
小
橋
等
之
本
祖
也
。

一
書
（
第
二
）
「
吾
已
過
矣
。
従
今
以
往
、
吾
子
孫
八
十
連
属
、
恒
当
為
汝

俳
人

0

0

0

0

。
一
云
、
狗
人
。
請
哀
之
。」

火
酢
芹
命
苗
裔
、
諸
隼
人
等
、
至
今
不
離
天
皇
宮
墻
之
傍
、

代
吠
狗
而
奉
事
者
矣
。

一
書
（
第
四
）
「
汝
久
居
海
原
。
必
有
善
術
。
願
以
救
之
。
若
活
我
者
、
吾

生
児
八
十
連
属
、
不
離
汝
之
垣
辺
、
当
為
俳00

優00

之
民
也
。」

兄
著
犢
鼻
、
以
頳
塗
掌
塗
面
、
告
其
弟
曰
「
吾
汚
身
如
此
。

永
為
汝
俳
優

0

0

0

0

者
。」
乃
挙
足
踏
行
、
学
其
溺
苦
之
状
。

　

表
４
の
一
書
（
第
二
）
で
は
、
兄
の
火
酢
芹
命
の
子
孫
が
、
弟
の
彦
火

火
出
見
尊
の
「
俳
人
」
と
な
る
と
す
る
が
、
こ
の
俳
人
の
一
云
と
し
て
「
狗

人
」
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
狗
人
の
名
称
に
つ
い
て
は
、
同
一
書
中
に
、

火
酢
芹
命
の
子
孫
は
「
隼
人
」
で
あ
り
、
天
皇
の
「
宮
墻
（
＝
宮
垣
）」

の
近
く
で
「
吠
狗
（
＝
狗
の
よ
う
に
吠
え
る
）」
し
て
奉
仕
す
る
、
と
記

さ
れ
て
い
る
内
容
が
そ
の
由
来
で
あ
ろ
う
。本
文
で
は
、火
闌
降
命
は「
吾

田
君
小
橋
等
之
本
祖
也
」
と
あ
る
か
ら
、
吾
田
君
は
隼
人
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。「
第
十
段
」
の
本
文
と
一
書
（
第
二
）
を
対
応
さ
せ
る
と
、「
火

闌
降
命
の
子
孫
が
、
隼
人
と
し
て
代
々
の
天
皇
の
宮
殿
近
く
で
狗
の
よ
う

に
吠
え
て
奉
仕
す
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

ま
た
、
一
書
（
第
四
）
で
は
、
火
酢
芹
命
が
、
犢
鼻
（
＝
ふ
ん
ど
し
）

を
つ
け
、
赤
土
を
掌
と
顔
に
塗
り
、
溺
れ
苦
し
む
様
を
ま
ね
を
し
て
、
彦

火
火
出
見
尊
の
「
俳
優
者
」
に
な
る
と
あ
る
。

　

海
幸
と
山
幸
の
伝
承
に
つ
い
て
、『
古
事
記
』で
は
次
の
よ
う
に
伝
え
る
。

「
僕
（
＝
兄
の
火
照
命
・
海
幸
）
は
今
よ
以
後
、
汝
が
命
（
＝
弟
の

火
遠
理
命
・
山
幸
）
の
昼
夜
の
守
護
人
と
な
り
て
仕
へ
ま
つ
ら
む
」

と
ま
を
し
き
。
か
れ
今
に
至
る
ま
で
そ
の
溺
れ
し
時
の
種
々
の
態
、

絶
え
ず
仕
へ
ま
つ
る
な
り
。

　
『
古
事
記
』
に
よ
れ
ば
、
火
照
命
の
子
孫
は
、
守
護
を
以
て
天
皇
に
奉

仕
し
、
そ
の
様
は
、
溺
れ
て
い
る
と
き
の
よ
う
で
あ
る
と
す
る
。

　
『
日
本
書
紀
』
と
『
古
事
記
』
の
諸
伝
承
が
、
い
ず
れ
も
天
皇
に
対
す

る
隼
人
の
奉
仕
を
伝
え
る
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
火
闌
降
命
の
後
裔
は
隼
人

で
あ
り
、
天
皇
の
宮
殿
近
く
で
守
護
す
る
こ
と
を
奉
仕
の
目
的
と
す
る
こ

と
の
由
来
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
際
に
お
こ
な

わ
れ
る
の
が
、「
吠
狗
」
や
「
犢
鼻
を
つ
け
、
赤
土
を
掌
と
顔
に
塗
り
」、

「
溺
れ
苦
し
む
様
を
ま
ね
す
る
」な
ど
の
動
作
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
動
作
は
、
天
皇
守
護
の
た
め
の
呪
術
的
動
作
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
が
、同
時
に「
俳
優（
＝
滑
稽
な
動
作
）」に
見
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

つ
ま
り
、「
第
十
段
」
の
「
俳
優
」
は
、
単
に
「
戯
伎
を
演
ず
る
芸
人
」・



國學院雑誌　第 121 巻第 11 号（2020年） ─ 52 ─

「
滑
稽
な
動
作
」
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
職
能
を
も
っ
て
宮
廷
に
奉

仕
す
る
際
の
所
作
が
、
一
見
、「
戯
伎
を
演
ず
る
芸
人
」・「
滑
稽
な
動
作
」

の
よ
う
に
見
え
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
実
際
に
は
、
火
闌
降
命
の
子
孫

と
さ
れ
る
隼
人
は
、「
守
護
人
」
と
し
て
宮
廷
に
奉
仕
し
た
の
で
あ
る
が
、

そ
の
際
に
お
こ
な
わ
れ
る
「
吠
狗
」
な
ど
の
所
作
を
「
滑
稽
な
動
作
」
と

表
現
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
「
第
十
段
」
の
「
俳
優
」
を
右
の
よ
う
に
理
解
す
る
と
き
、
天
鈿
女
命

の
「
俳
優
」
も
、
単
に
「
戯
伎
を
演
ず
る
芸
人
」・「
滑
稽
な
動
作
」
を
意

味
す
る
の
で
は
な
く
、「
滑
稽
な
動
作
に
見
え
る
所
作
」
と
捉
え
る
ほ
う

が
自
然
で
あ
る
。
そ
の
所
作
の
様
子
を
知
る
手
が
か
り
と
し
て
は
、
天
鈿

女
命
の
子
孫
が
「
猨
女
君
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
火
闌

降
命
の
「
俳
優
」
が
後
裔
で
あ
る
吾
田
君
の
奉
仕
と
つ
な
が
っ
て
い
る
よ

う
に
、天
鈿
女
命
の「
俳
優
」が
後
裔
で
あ
る
猨
女
君
の
奉
仕
に
つ
な
が
っ

て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
猨
女
君
の
職
能
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
天

鈿
女
命
が
「
俳
優
」
を
お
こ
な
っ
た
意
味
が
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

猨
女
君
は
『
新
撰
姓
氏
録
』
な
ど
に
記
録
が
な
く
、
氏
族
と
し
て
の
実

態
は
不
明
で
あ
る
が
、
そ
の
職
能
を
示
す
史
料
が
あ
る
の
で
、
ま
ず
は
そ

ち
ら
を
確
認
し
て
み
た
い
。

史
料
１�

『
類
聚
三
代
格
』
弘
仁
四
年
（
八
一
三
）
十
月
二
十
八
日
官
符�

「
応
貢
猨
女
事（
６
）」

太
政
官
符

　

応
レ

貢
二

猨
女
一

事

右
得
二

従
四
位
下
行
左
中
弁
兼
摂
津
守
小
野
朝
臣
野
主
解
一

偁
。
猨
女

之
興
。
国
史
詳
矣
。
其
後
不
レ

絶
今
猶
見
在
。
又
猨
女
養
田
在
二

近
江

国
和
邇
村
。
山
城
国
小
野
郷
一。
今
小
野
臣
。
和
迩
部
臣
等
。
既
非
二

其
氏
一

被
レ

供
二

猨
女
一。
熟
捜
二

事
緒
一。
上
件
両
氏
貪
二

人
利
田
一

不
レ

顧
二

恥
辱
一。
拙
吏
相
容
無
レ

加
二

督
察
一

也
。
乱
二

神
事
於
先
代
一。
穢
二

氏
族

於
後
裔
一。
積
レ

日
経
レ

年
恐
成
二

旧
貫
一。
望
請
。
令
下
二

所
司
一

厳
加
二

捉

搦
一

断
上
レ

用
レ

非
レ

氏
。
然
則
祭
祀
無
レ

濫
。
家
門
得
レ

正
。
謹
請
二

官

裁
一

者
。
捜
二

検
旧
記
一

所
レ

陳
有
レ

実
。
右
大
臣
宣
。
奉
レ

勅
。
宜
レ

改
二

正
之
一

者
。
仍
両
氏
猨
女
永
従
二

停
廃
一。
定
二

猨
女
公
氏
之
女
一
人
一。

進
二

縫
殿
寮
一。
随
レ

闕
即
補
。
以
為
二

恒
例
一。

　
　

弘
仁
四
年
十
月
廿
八
日

　

史
料
１
は
、「
猨
女
」
と
い
う
女
性
を
縫
殿
寮
に
た
て
ま
つ
る
こ
と
に

関
す
る
史
料
で
あ
る
（
以
後
、
弘
仁
四
年
官
符
）。

　

弘
仁
四
年
官
符
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
、
猨
女
の
起
源
は
国
史
に
詳
ら
か
で

あ
る
と
す
る
。
こ
れ
は
、「
本
文
」
に
「
猨
女
君
遠
祖
天
鈿
女
命
」
と
あ
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る
こ
と
と
、『
日
本
書
紀
』
巻
第
二
・
第
九
段
・
第
一
の
一
書
（
以
後
、「
第

九
段
（
一
書
）」）
に
、
次
の
よ
う
な
伝
承
が
あ
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
。

◯
『
日
本
書
紀
』
巻
第
二　

第
九
段　

一
書
（
第
一
）

・ 

天
照
大
神
は
、
皇
孫
（
天
津
彦
彦
火
瓊
瓊
杵
尊
）
に
五
部
神
（
天
児

屋
命
（
中
臣
の
上
祖
）・
太
玉
命
（
忌
部
の
上
祖
）・
天
鈿
女
命
（
猨

女
の
上
祖
）・
石
凝
姥
命
（
鏡
作
の
上
祖
）・
玉
屋
命
（
玉
作
の
上
祖
））

を
従
わ
せ
た
。

・ 

天
津
彦
彦
火
瓊
瓊
杵
尊
が
天
降
る
際
に
、「
猨
田
彦
大
神
」
が
「
天

八
達
之
衢
」
に
居
た
の
で
、
天
照
大
神
が
天
鈿
女
命
に
「
汝
は
目
人

に
勝
つ
者
で
あ
る
。
行
っ
て
問
う
べ
し
」
と
勅
す
る
。
天
鈿
女
命
は
、

胸
乳
を
露
わ
に
し
、
裳
の
帯
を
臍
下
に
押
し
下
げ
、
大
笑
い
し
な
が

ら
猨
田
彦
大
神
に
向
き
合
う
。

・ 

皇
孫
は
天
鈿
女
命
に
「
顕
し
た
神
の
名
を
も
っ
て
姓
氏
と
せ
よ
」
と

勅
し
て
「
猨
女
君
」
の
号
を
賜
っ
た
。

　

右
は
抜
き
書
き
で
あ
る
が
、
弘
仁
四
年
官
符
が
指
す
「
猨
女
之
興
。
国

史
詳
矣
。」
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
り
、
猨
女
の
名
の
由
来
が
確
か
に
国

史
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　

続
い
て
弘
仁
四
年
官
符
で
は
、
猨
女
は
堪
え
る
こ
と
な
く
九
世
紀
前
半

ま
で
存
在
し
て
い
る
と
し
な
が
ら
も
、
天
鈿
女
命
の
後
裔
で
な
い
氏
が
猨

女
を
た
て
ま
つ
っ
て
い
る
と
指
摘
す
る（
７
）。そ

し
て
、こ
う
し
た
事
態
は「
神

事
を
乱
す
」
も
し
く
は
「
祭
祀
が
濫
れ
る
」
こ
と
で
あ
る
と
非
難
す
る
の

で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
、
猨
女
が
神
事
に
奉
仕
す
る
存
在
で
あ
っ
た
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
弘
仁
四
年
官
符
に
は
、「
猨
女
公
の
女
一
人
を
定

め
、
縫
殿
寮
に
た
て
ま
つ
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
猨
女
の
官
司
は
神
祇
官

で
は
な
く
中
務
省
管
轄
の
縫
殿
寮
で
あ
る
。
縫
殿
寮
の
職
掌
は
、
基
本
的

に
は
宮
中
で
用
い
る
衣
服
の
縫
製
で
あ
り
、
内
廷
的
性
格
の
官
司
と
考
え

ら
れ
る
が
、
そ
の
職
掌
に
神
事
に
関
す
る
も
の
は
見
ら
れ
な
い
。
弘
仁
四

年
官
符
を
み
る
限
り
、
猨
女
は
神
事
的
職
能
を
持
っ
た
女
性
で
あ
る
こ
と

は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
所
属
が
縫
殿
寮
と
な
っ
た
経
緯
は
よ

く
分
か
ら
な
い
。

　

で
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
神
事
的
奉
仕
を
し
て
い
た
か
と
い
う
こ

と
に
な
る
と
、
鎮
魂
祭
の
次
第
に
猨
女
の
名
が
見
え
る
。

　

鎮
魂
祭
は
、「
神
祇
令
」
に
規
定
さ
れ
る
、
古
代
国
家
の
恒
例
祭
祀
で

あ
り
、
仲
冬
（
十
一
月
）
の
寅
日
に
お
こ
な
わ
れ
る
。
鎮
魂
祭
は
、
卯
日

に
お
こ
な
わ
れ
る
新
嘗
祭
に
連
動
す
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、「
職
員
令
」

の
神
祇
伯
の
職
掌
で
も
、
十
三
種
の
恒
例
祭
祀
の
う
ち
、「
鎮
魂
」
と
「
大

嘗
」
が
特
記
さ
れ
て
い
る
。
鎮
魂
祭
で
は
、
神
祇
官
斎
院
に
坐
す
八
神
（
神
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魂
・
高
御
魂
・
生
魂
・
足
魂
・
魂
留
魂
・
大
宮
女
・
御
膳
魂
・
辞
代
主
）

と
大
直
神
の
座
が
宮
内
省
庁
舎
内
に
設
け
ら
れ
、
祭
儀
が
執
行
さ
れ
る
。

そ
の
際
、
縫
殿
寮
が
猨
女
を
率
い
て
参
入
し
、
御
巫
の
舞
の
後
、
猨
女
の

舞
が
お
こ
な
わ
れ
る
の
で
あ
る（
８
）。

　

鎮
魂
祭
に
敢
え
て
猨
女
が
舞
を
お
こ
な
う
と
い
う
こ
と
は
、
鎮
魂
祭
と

猨
女
の
神
事
的
職
能
と
の
あ
い
だ
に
共
通
の
意
義
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
だ
ろ
う
。

　

弘
仁
四
年
官
符
で
は
、
天
鈿
女
命
の
後
裔
か
ら
猨
女
を
選
ぶ
こ
と
が
神

事
も
し
く
は
祭
祀
の
厳
修
に
つ
な
が
る
と
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
か

ら
、
天
鈿
女
命
か
ら
つ
な
が
る
特
定
の
職
能
を
も
っ
て
猨
女
が
神
事
も
し

く
は
祭
祀
に
奉
仕
し
た
と
考
え
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
な

ら
ば
、
鎮
魂
祭
で
お
こ
な
わ
れ
る
猨
女
の
舞
は
、
本
来
、
猨
女
君
の
神
事

的
職
能
を
も
っ
て
の
奉
仕
で
あ
り
、
そ
の
職
能
は
、
天
鈿
女
命
の
特
性
に

つ
な
が
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　

天
鈿
女
命
の
特
性
を
考
え
る
と
き
、
そ
の
手
が
か
り
と
な
る
の
は
「
本

文
」
と
「
第
九
段
（
一
書
）」
に
書
か
れ
て
い
る
次
の
諸
点
で
あ
る
。

一
、 

天
津
彦
彦
火
瓊
瓊
杵
尊
に
従
う
五
部
神
で
あ
る
（「
第
九
段
（
一

書
）」）

二
、「
目
人
に
勝
つ
者
」
で
あ
る
（「
第
九
段
（
一
書
）」）

三
、 

猨
田
彦
神
に
「
乃
露
其
胸
乳
、
抑
裳
帯
於
臍
下
、
而
咲
噱
向
立
」

（
胸
乳
を
露
わ
に
し
、
裳
の
帯
を
臍
下
に
押
し
下
げ
、
大
笑
い

し
て
、
向
か
い
立
っ
た
）」（「
第
九
段
（
一
書
）」）

四
、 「
所
顕
神
名
」
が
「
猨
女
君
」
の
姓
氏
に
つ
な
が
っ
た
（「
第
九

段
（
一
書
）」）

五
、「
俳
優
」
を
し
た
（「
本
文
」）

六
、「
顕
神
明
之
憑
談
」
を
し
た
（「
本
文
」）

　

ま
ず
、
一
の
「
五
部
神
」
で
あ
る
が
、
天
鈿
女
命
以
外
の
四
神
は
、「
天

児
屋
命
（
中
臣
の
上
祖
）」・「
太
玉
命
（
忌
部
の
上
祖
）」・「
石
凝
姥
命
（
鏡

作
の
上
祖
）」・「
玉
屋
命
（
玉
作
の
上
祖
）」
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
神
事
・

祭
祀
に
た
ず
さ
わ
る
神
々
、
も
し
く
は
、
神
事
や
祭
祀
に
関
係
す
る
事
柄

を
職
能
と
す
る
氏
族
の
祖
神
と
言
え
よ
う
。
弘
仁
四
年
官
符
に
お
い
て
、

天
鈿
女
命
の
後
裔
で
あ
る
猨
女
が
、
神
事
・
祭
祀
に
た
ず
さ
わ
る
存
在
で

あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
矛
盾
は
な
い
。

　

二
の
「
目
人
に
勝
つ
者
」
は
、
猨
田
彦
神
の
眼
力
に
対
抗
で
き
る
者
と

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
天
鈿
女
命
が
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
神
性
を
持
つ
と

さ
れ
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

　

三
の
所
作
は
、『
古
事
記
』
の
「
胸
乳
を
出
し
て
、
裳
の
緒
を
陰
に
忍

し
垂
ら
し
た
」
や
「
天
宇
受
売
は
楽
し
」
と
い
う
記
述
と
似
て
お
り
、
お

そ
ら
く
、
五
の
「
俳
優
」
は
、
こ
う
し
た
仕
草
の
あ
る
所
作
で
あ
る
か
ら
、

「
俳
優
＝
滑
稽
な
動
作
」
を
し
た
と
記
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。「
本
文
」
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に
あ
る
天
鈿
女
命
の
「
作
俳
優
」
は
、
単
に
「
滑
稽
な
動
作
」
を
意
味
す

る
の
で
は
な
く
、「（
胸
乳
を
露
わ
に
し
、
裳
の
帯
を
臍
下
に
押
し
下
げ
、

大
笑
い
す
る
よ
う
な
）
滑
稽
な
動
作
に
見
え
る
所
作
を
お
こ
な
っ
た
」
と

解
釈
す
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

　

四
は
、
天
鈿
女
命
が
顕
し
た
神
の
名
が
、
猨
女
君
の
姓
氏
名
の
由
来
と

な
っ
た
と
す
る
。
諸
本
で
は
、「
所
顕
神
名
」
の
「
所
顕
」
を
「
ア
ラ
ハ

シ
ツ
ル
」（
兼
方
本
・
水
戸
本
・
東
山
本
・
兼
夏
本
・
長
仰
本
・
兼
致
本
・

書
陵
部
本
・
向
日
本
）、「
ア
ラ
ハ
レ
ツ
ル
」（
熱
田
本
）、「
ア
ラ
ハ
レ
タ
ル
」

（
一
峯
本
）、「
ア
ラ
ハ
セ
ル
」（
丹
鶴
本
）
な
ど
と
訓
む（
９
）。「

猨
女
」
と
い

う
名
の
由
来
で
も
あ
る
か
ら
、
天
鈿
女
命
が
顕
し
た
神
と
は
猨
田
彦
神
を

指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、「
顕
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
は
、
も
う

少
し
丁
寧
に
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
次
節
で
検
討
し

て
み
た
い
。

三
、
天
鈿
女
命
の
特
性
と
猨
女
の
職
能

　
「
第
九
段
（
一
書
）」
に
は
、
天
孫
降
臨
に
際
し
て
、
天
鈿
女
命
が
猨
田

彦
神
と
向
き
合
う
場
面
が
登
場
す
る
こ
と
は
前
節
で
述
べ
た
。
天
鈿
女
命

は
、「
汝
宜
以
所
顕
神
名
、
為
姓
氏
焉
（
顕
し
た
神
の
名
を
も
っ
て
姓
氏

の
名
と
せ
よ
）」
と
い
う
皇
孫
の
勅
に
よ
っ
て
、
猨
女
君
と
い
う
号
を
賜

る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
「
神
を
顕
す
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
本
節

で
検
討
す
る
。

　

ま
ず
、
同
一
書
に
は
、
猨
田
彦
神
が
天
鈿
女
命
に
対
し
て
、「
発
顕
我

者
汝
也
。
故
汝
可
以
送
我
而
致
之
矣
。（
我
（
＝
猨
田
彦
神
）
を
発
顕
し

た
の
は
汝
（
＝
天
鈿
女
命
）
で
あ
る
。
故
に
汝
が
我
を
送
る
べ
し
）」
と

言
葉
を
か
け
る
場
面
が
あ
る
。
諸
本
で
は
、「
発
顕
」
を
「
ア
ラ
ハ
シ
ツ

ル
ハ
」（
兼
方
本
・
水
戸
本
・
東
山
本
・
兼
夏
本
・
長
仰
本
・
兼
致
本
・

一
峯
本
・
書
陵
部
本
）、「
ア
ラ
ハ
シ
ツ
ル
」（
嘉
禎
本
・
向
日
本
）、「
ア

ラ
ハ
ツ
ル
ハ
」（
熱
田
本
）、「
ア
ラ
ハ
セ
ル
」（
丹
鶴
本
）
な
ど
と
訓
む）

（1
（

。

先
述
し
た
皇
孫
の
勅
中
の
「
顕
」
に
つ
な
が
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
天
鈿

女
命
が
猨
田
彦
神
を
「
顕
し
た
」
と
は
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
意
な
の
で

あ
ろ
う
か
。
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
、『
日
本
古
典
文
学
大
系）

（（
（

』
は
、「
住
む

所
は
濫
り
に
人
に
告
げ
る
も
の
で
は
な
い
の
に
、
天
鈿
女
命
が
巧
み
な
質

問
で
、
猿
田
彦
神
の
住
み
か
を
聞
き
出
し
て
し
ま
っ
た
の
で
、
そ
れ
を
発

顕
と
言
っ
た
の
で
あ
る
。」
と
し
、『
日
本
古
典
文
学
全
集）

（1
（

』
は
、「
名
や

住
所
は
み
だ
り
に
他
に
告
げ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
汝
は
そ
れ
を
う
ま
く

聞
き
出
し
た
こ
と
を
い
う
。」
と
解
釈
す
る
。
ま
た
、『
古
語
拾
遺
』
に
も

同
箇
所
と
似
た
記
述
が
あ
り
、「
吾
を
発
顕
し
つ
る
は
、
汝
な
り
。
吾
を

送
り
て
到
し
ま
せ
。」
と
あ
る
。
中
村
幸
弘
・
遠
藤
和
夫
は
、「
吾
を
発
顕

し
つ
る
は
」
に
つ
い
て
、「
私
を
、
だ
れ
で
あ
る
か
、
は
っ
き
り
さ
せ
て
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し
ま
っ
た
の
は
」と
訳
し
、さ
ら
に「
氏
名
な
ど
を
言
わ
せ
ら
れ
て
し
ま
っ

た
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。」
と
解
釈
す
る）

（1
（

。
筆
者
の
解
釈
も
、

こ
れ
ら
の
諸
説
と
お
お
よ
そ
異
な
る
こ
と
は
な
い
の
だ
が
、
猨
田
彦
神
を

「
顕
し
た
」
と
い
う
こ
と
が
、
天
鈿
女
命
の
特
性
に
も
か
か
わ
る
と
思
わ

れ
る
の
で
、
も
う
少
し
詳
細
に
検
討
し
て
み
た
い
。

　

筆
者
が
、
猨
田
彦
神
を
顕
し
た
の
は
天
鈿
女
命
の
特
性
に
よ
る
も
の
と

考
え
る
理
由
は
、「
本
文
」
に
あ
る
天
鈿
女
命
の
「
顕
神
明
之
憑
談
」
に

あ
る
。「
顕
神
明
之
憑
談
」
は
「
本
文
」
に
お
い
て
「
歌
牟
鵞
可
梨
」
と

あ
る
か
ら
、「
カ
ム
ガ
カ
リ
」
で
あ
り
「
神
憑
り
」
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、

何
故
、
神
憑
り
を
「
顕
神
明
之
憑
談
」
と
表
記
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ

れ
を
神
憑
り
の
意
義
か
ら
考
え
て
み
た
い
。

　

神
憑
り
の
顕
著
な
伝
承
と
し
て
は
、
崇
神
紀
が
あ
げ
ら
れ
る
の
で
、
次

に
確
認
し
て
み
た
い
。

◯
崇
神
紀

　

五
年　

・
疫
病
が
流
行
り
、
多
く
の
民
（
百
姓
）
が
亡
く
な
る
。

　

六
年　

・
民
が
流
離
し
、
叛
乱
も
起
き
る
。

　
　
　
　

・
天
皇
は
神
祇
に
「
請
罪
」。

　

七
年　

・
天
皇
は
神
浅
茅
原
で
卜
い
を
お
こ
な
う
。

　
　
　
　

・ 

神
明
が
倭
迹
迹
日
百
襲
姫
命
に
神
憑
り
し
て
「
我
を
敬
い
祭

れ
ば
、
国
は
治
ま
る
だ
ろ
う
。」

　
　
　
　

・
天
皇
「
い
づ
れ
の
神
で
し
ょ
う
か
。」

　
　
　
　

・
神
明
「
我
は
倭
国
の
神
で
、
名
を
大
物
主
神
と
い
う
。」

　
　
　
　

・ 「
神
語
」
に
し
た
が
っ
て
祭
祀
を
お
こ
な
っ
た
が
、
霊
験
が

な
か
っ
た
。

　
　
　
　

・ 

天
皇
は
斎
戒
し
、
殿
内
を
清
め
て
祈
っ
た
「
夢
の
中
で
教
え

て
く
だ
さ
い
。」

　
　
　
　

・ 

天
皇
の
夢
に
貴
人
が
あ
ら
わ
れ
、
大
物
主
神
と
名
告
り
、「
国

が
治
ま
ら
な
い
の
は
吾
の
意
で
あ
る
。
大
田
田
根
子
に
吾
を

祭
ら
せ
れ
ば
、
国
は
治
ま
る
だ
ろ
う
。」

　
　
　
　

・ 

大
田
田
根
子
を
探
し
出
し
、
大
物
主
神
を
祭
ら
せ
た
。
長
尾

市
に
倭
の
大
国
魂
神
を
祭
ら
せ
た
。
八
十
万
神
を
祭
る
。
天

社
・
国
社
と
神
地
・
神
戸
を
定
め
る
。

　
　
　
　

・
疫
病
が
終
息
し
、
国
内
が
静
謐
に
な
っ
た
。

　

伝
承
の
大
筋
は
右
で
確
認
し
て
い
た
だ
き
た
い
が
、
本
論
で
注
目
し
た

い
の
は
次
の
点
で
あ
る
。

・
疫
病
（
災
い
）
が
発
生
し
た
原
因
が
分
か
ら
な
か
っ
た
。

・ 

疫
病
（
災
い
）
が
発
生
し
た
原
因
を
究
明
す
る
た
め
に
卜
い
が
お

こ
な
わ
れ
た
。
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・ 
神
憑
り
に
よ
っ
て
、
い
ず
れ
の
神
に
よ
っ
て
発
生
し
た
疫
病
な
の

か
が
判
明
し
、
そ
の
対
処
法
が
知
ら
さ
れ
る
。

・
夢
に
よ
っ
て
、
災
い
の
対
処
法
が
知
ら
さ
れ
る
。

・
神
意
に
従
う
こ
と
で
疫
病
（
災
い
）
が
鎮
静
化
し
た
。

　

右
か
ら
分
か
る
こ
と
は
、

一
、
災
い
の
原
因
を
究
明
す
る
た
め
に
、神
事
的
手
段
が
用
い
ら
れ
る
。

二
、
神
事
的
手
段
に
よ
っ
て
、
神
名
と
神
意
を
究
明
す
る
。

三
、
災
い
を
鎮
静
化
す
る
た
め
、
神
意
に
適
う
こ
と
を
お
こ
な
う
。

以
上
の
三
点
で
あ
る
。古
代
に
お
い
て
は
、災
異
に
対
処
す
る
場
合
に
は
、

災
異
の
原
因
を
神
に
求
め
、
神
意
に
適
っ
た
こ
と
を
実
施
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、災
異
を
鎮
め
る
と
い
う
発
想
が
あ
る）

（1
（

。神
意
に
適
う
た
め
に
は
、

い
ず
れ
の
神
が
い
か
な
る
理
由
で
災
異
を
発
生
さ
せ
て
い
る
の
か
を
知
る

必
要
が
あ
る
わ
け
だ
が
、
神
は
見
え
な
い
存
在
で
あ
り
、
声
を
聞
く
こ
と

も
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、
神
事
的
手
段
を
用
い
て
、
い
ず
れ
の
神
な
の

か
を
知
り
、
そ
の
神
意
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
手
段
と
し
て
用

い
ら
れ
た
の
が
「
卜
い
（
亀
卜
）」・「
神
憑
り
」・「
夢
見
」
な
ど
で
あ
る
。

　

神
名
と
神
意
の
特
定
に
つ
い
て
は
、
神
功
紀
に
も
伝
承
が
あ
る
の
で
、

次
に
確
認
し
た
い
。

◯
神
功
紀

・
仲
哀
天
皇
九
年
に
天
皇
が
崩
御
す
る
。

・ 

神
功
皇
后
は
、
神
教
に
従
わ
な
か
っ
た
た
め
に
崩
御
し
た
こ
と
に
心

を
傷
め
、「
祟
る
所
の
神
」を
知
り
、財
宝
の
国
を
求
め
よ
う
と
す
る
。

・ 

皇
后
は
、
群
臣
や
百
寮
に
命
じ
て
、
罪
を
は
ら
い
過
を
改
め
て
、
斎

宮
を
造
ら
せ
た
。

・ 

皇
后
は
斎
宮
に
入
り
神
主
と
な
り
、
武
内
宿
禰
に
琴
を
ひ
か
せ
、
中

臣
烏
賊
津
使
主
を
審
神
者
と
し
た
。

・ 

幣
帛
を
準
備
し
祈
請
「
先
日
に
天
皇
に
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
の
は
い

ず
れ
の
神
で
し
ょ
う
か
。
名
を
知
り
た
い
と
思
い
ま
す
。」

・
七
日
七
夜
た
っ
て
答
え
が
あ
る
。

　
「
撞
賢
木
厳
之
御
魂
天
疎
向
津
媛
命
」

　
「
尾
田
の
吾
田
節
の
淡
郡
に
所
居
る
神
」

　
「
天
事
代
虚
事
代
玉
籤
入
彦
厳
之
事
代
神
」

　
「
表
筒
男
神
・
中
筒
男
神
・
底
筒
男
神
」

・
皇
后
は
、
神
教
に
し
た
が
っ
て
、
祭
祀
と
西
征
を
お
こ
な
う
。

　

神
功
紀
に
よ
れ
ば
、
仲
哀
天
皇
の
崩
御
は
神
の
祟
り
に
よ
る
も
の
で
あ

る
と
す
る
。
そ
こ
で
、
祟
り
を
発
生
さ
せ
た
神
と
そ
の
理
由
を
確
認
す
る

た
め
、
神
功
皇
后
・
武
内
宿
禰
・
中
臣
烏
賊
津
使
主
が
七
日
七
夜
か
け
て
、
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神
事
を
お
こ
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
「
災
異
＝
神
の
祟
り
」
と
し
、
神
の
祟
り
を
鎮
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
災

異
を
鎮
静
化
す
る
と
い
う
古
代
の
発
想
は
、
あ
る
意
味
、
理
に
適
っ
て
い

る
と
言
え
る
。
神
を
見
え
な
い
存
在
と
認
識
し
て
い
る
た
め
、
一
見
、
対

処
が
困
難
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
が
、「
卜
い
（
亀
卜
）」・「
神
憑
り
」・「
夢

見
」・「
審
神
者
」
な
ど
で
神
名
と
神
意
を
確
認
す
る
と
い
う
方
法
に
よ
っ

て
、
神
事
的
な
対
処
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
神
名
と
神
意
を
特
定
す
る
神
事
的
手
段
の
な
か
で
、
神
憑
り

と
は
、「
見
え
な
い
存
在
で
あ
る
「
神か

み明
」
が
、
人
に
「
憑か
か

」
っ
て
、
そ

の
肉
体
を
使
っ
て
「
談か
た

」
り
、
神
名
と
神
意
を
「
顕あ
き
ら」

か
に
す
る
所
作
」

で
あ
り
、
祭
祀
対
象
と
願
意
を
明
確
に
す
る
上
で
、
祭
祀
に
必
要
な
神
事

で
あ
る
と
言
え
る
。「
本
文
」
で
天
鈿
女
命
が
お
こ
な
っ
た
と
す
る
「
顕

神
明
之
憑
談
」
は
、「
歌カ

ム

ガ

カ

リ

牟
鵞
可
梨
＝
神
憑
り
」
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で

あ
る
か
を
あ
ら
わ
す
の
に
最
適
な
表
記
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　

そ
し
て
、
天
鈿
女
命
の
所
作
に
つ
い
て
、「
本
文
」
と
「
第
九
段
・
一
書
」

と
を
対
応
さ
せ
て
考
え
る
と
、「
俳
優
」
は
「
滑
稽
に
見
え
る
所
作
」
で

あ
る
か
ら
「
乃
露
其
胸
乳
、
抑
裳
帯
於
臍
下
、
而
咲
噱
向
立
」
に
あ
た
り
、

「
顕
神
明
之
憑
談
」
は
「
神
名
と
神
意
を
顕
か
に
す
る
所
作
」
で
あ
る
か

ら
、「
発
顕
」
や
「
所
顕
」
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、「
第
九

段
・
一
書
」
に
お
い
て
、
天
鈿
女
命
が
「
神
を
顕
し
た
」
と
い
う
の
は
、

「
猨
田
彦
神
と
い
う
「
神
名
」
と
、
葦
原
中
国
に
降
る
皇
孫
を
迎
え
に
来

た
と
い
う
「
神
意
」
を
顕
か
に
し
た
」
と
す
る
意
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
天
鈿
女
命
の
特
性
は
、「
滑
稽
に
見
え
る
所
作
」

と
「
神
名
と
神
意
を
顕
か
に
す
る
」
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
後
裔
で
あ
る
猨

女
の
職
能
は
、「
滑
稽
に
見
え
る
舞
」
と
「
神
憑
り
」
で
あ
る
と
推
察
で

き
る
の
で
あ
る
。
滑
稽
に
見
え
る
所
作
と
神
憑
り
と
は
一
体
の
も
の
で
あ

り
、
神
憑
り
の
た
め
に
滑
稽
に
見
え
る
所
作
が
必
要
だ
っ
た
と
も
考
え
ら

れ
る
。『
古
語
拾
遺
』
に
は
「
猨
女
君
氏
、
供
神
楽
之
事
」
と
あ
り
、
猨

女
が
仕
奉
す
る
職
能
を
神
楽
と
す
る
が
、
す
べ
て
の
神
楽
と
神
憑
り
が
一

体
の
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
猨
女
の
神
楽
に
神
憑
り
的
性
格
が
あ
っ
た
と

捉
え
る
べ
き
だ
ろ
う）

（1
（

。

　

と
こ
ろ
で
、
天
鈿
女
命
の
特
性
を
右
の
よ
う
に
考
え
る
と
き
、
天
石
窟

伝
承
に
お
け
る
天
鈿
女
命
の
所
作
に
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
意
味
が

あ
る
の
だ
ろ
う
か
。「
本
文
」
に
お
け
る
天
鈿
女
命
の
所
作
を
も
う
一
度

確
認
し
て
お
き
た
い
。

・
茅
を
纏
い
た
矟
を
持
つ
（
清
め
の
た
め
の
道
具
を
も
つ
）

・
天
石
窟
戸
の
前
に
立
つ

・
巧
に
俳
優
す
る
（
滑
稽
に
見
え
る
舞
を
お
こ
な
う
）

・
天
香
山
の
真
坂
樹
を
鬘
に
す
る

・
蘿
を
手
繦
に
す
る
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・
火
処
焼
（
か
が
り
火
を
焚
く
）

・
覆
槽
を
置
く
（
麻
笥
を
ひ
っ
く
り
返
し
て
置
く
）

・
顕
神
明
之
憑
談
（
神
憑
り
す
る
）

　

右
の
所
作
が
お
こ
な
わ
れ
た
目
的
を
、そ
の
結
果
か
ら
考
え
て
み
た
い
。

す
る
と
、
天
照
大
神
が
「
な
ぜ
天
鈿
女
命
は
、
あ
の
よ
う
に
歓
喜
し
て
笑

う
の
か
」
と
不
審
に
思
っ
た
こ
と
が
、
磐
戸
を
開
け
る
き
っ
か
け
に
な
っ

て
い
る
。
つ
ま
り
、
思
兼
神
の
深
謀
遠
慮
は
、
天
鈿
女
命
の
所
作
に
よ
っ

て
天
照
大
神
を
不
審
に
思
わ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
天
照
大
神
は
、
ど
う
し
て
「
な
ぜ
天
鈿
女
命
は
、
あ
の
よ

う
に
歓
喜
し
て
笑
う
の
か
」
と
不
審
に
思
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

一
つ
は
「
俳
優
」
で
あ
ろ
う
。「
俳
優
」
が
「
滑
稽
な
動
作
に
見
え
る

所
作
」
で
あ
り
、
そ
の
具
体
的
動
作
は
、「
胸
乳
を
露
わ
に
し
、
裳
の
帯

を
臍
下
に
押
し
下
げ
、
大
笑
い
」
す
る
よ
う
な
動
作
で
あ
ろ
う
こ
と
は
先

に
述
べ
た
。

　

も
う
一
つ
は
「
顕
神
明
之
憑
談
」
で
あ
ろ
う
。
神
憑
り
に
つ
い
て
は
、

本
居
宣
長
が『
古
事
記
伝
』に
お
い
て
、「
物
の
著ツ
キ

て
正マ
ゴ
ゝ
ロ心

を
失ウ
シ
ナへ

る
状サ
マ

に
、

え
も
云
ハ
ぬ
剞タ
ハ
レ
ゴ
ト

戯
言
を
云
て
、
俳ワ
ザ
ヲ
キ優
を
な
す
を
云
な
り
」
と
述
べ
て
い
る

が
、
要
は
、
神
憑
り
に
よ
っ
て
、
正
気
を
失
っ
て
奇
声
を
発
す
る
よ
う
な

状
態
に
な
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
天
照
大
神
は
、
天
鈿
女
命
の
「
俳
優
」
と
「
顕
神

明
之
憑
談
」
に
よ
る
「
大
笑
」
や
「
奇
声
」
を
「
㖸㖸
楽
（
歓
喜
し
て
笑
う
）」

と
勘
違
い
し
た
の
で
あ
る
。
思
兼
神
は
、
天
鈿
女
命
に
「
俳
優
」
と
「
顕

神
明
之
憑
談
」
を
お
こ
な
わ
せ
る
こ
と
で
天
照
大
神
を
不
審
に
思
わ
せ
、

天
照
大
神
が
外
の
様
子
を
う
か
が
う
た
め
に
磐
戸
を
開
け
る
よ
う
に
思
慮

し
た
こ
と
に
な
る
。

　

天
石
窟
伝
承
に
お
け
る
天
鈿
女
命
の
神
憑
り
は
、
本
来
の
目
的
、
つ
ま

り
「
神
名
や
神
意
を
確
認
す
る
た
め
」
に
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
は
な
い
の

だ
か
ら
、
懸
っ
た
神
や
託
語
の
内
容
を
特
定
す
る
議
論
は
、
あ
ま
り
意
味

が
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
そ
も
そ
も
、
天
石
窟
の
諸
伝
承
に
お
い
て
、
天

児
屋
命
の
祭
祀
に
つ
い
て
は
、
天
照
大
神
が
感
応
し
た
と
す
る
伝
承
（「
一

書
（
第
二
）」
と
「
一
書
（
第
三
）」）
が
あ
る
も
の
の
、
天
鈿
女
命
の
「
俳

優
」
と
「
顕
神
明
之
憑
談
」
に
つ
い
て
は
、
天
照
大
神
に
直
接
作
用
し
た

と
す
る
伝
承
は
な
く
、
や
は
り
、
天
照
大
神
を
不
審
に
思
わ
せ
る
た
め
の

所
作
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。ま
た
、天
鈿
女
命
の「
俳

優
」（「
本
文
」）
や
「
乃
露
其
胸
乳
、
抑
裳
帯
於
臍
下
、
而
咲
噱
向
立
」（「
第

九
段
（
一
書
）」）
が
神
憑
り
に
も
た
ら
す
効
果
は
不
明
で
あ
る
も
の
の
、

天
照
大
神
に
対
す
る
呪
術
的
作
用
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。

　

そ
れ
よ
り
も
、
天
石
窟
伝
承
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
天
鈿
女
命
の
特

性
で
あ
る
神
憑
り
は
、
古
代
祭
祀
と
対
に
な
る
べ
き
「
神
名
と
神
意
を
特
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定
す
る
神
事
」
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
そ
れ
が
猨
女
の
職
能
に
か
か
わ
っ
て

い
る
と
い
う
点
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

右
の
よ
う
に
考
え
る
と
き
、
猨
女
が
殊
に
奉
仕
し
た
鎮
魂
祭
は
、
猨
女

の
職
能
と
無
関
係
で
は
な
い
と
推
測
で
き
る
。
つ
ま
り
、
新
嘗
祭
の
前
に

神
憑
り
を
お
こ
な
う
こ
と
に
、何
ら
か
の
意
味
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。『
儀
式
』
な
ど
の
式
次
第
や
、『
延
喜
式
』
祝
詞
「
御

魂
鎮
斎
戸
祭
」で
は
、そ
の
よ
う
な
要
素
は
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
い
の
で
、

あ
く
ま
で
推
測
に
な
っ
て
し
ま
う
が
、
猨
女
の
職
能
か
ら
考
え
ら
れ
る
鎮

魂
祭
の
淵
源
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

四
、
猨
女
と
鎮
魂
祭
に
関
す
る
試
論

　
「
職
員
令
」に
よ
れ
ば
、神
祇
伯
の
職
掌
の
一
つ
に「
鎮
魂
」が
あ
る
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
、
明
法
家
は
「
謂
。
鎮
安
也
。
人
陽
気
曰
魂
。
魂
運
也
。

言
招
離
遊
之
運
魂
。
鎮
身
体
之
中
府
。
故
曰
鎮
魂
。」
と
解
釈
す
る
。
こ

の
解
釈
は
少
々
難
解
で
あ
り
、
伴
信
友
も
「
此
鎮
魂
の
謂イ
ハ
レ、

義
解
の
説

信マ
コ
トに
盡
さ
れ
た
り
と
も
通
え
ず）

（1
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
信
友
は
、
鎮
魂
に
つ

い
て
、
石
上
神
社
の
鎮
魂
の
法
を
参
照
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

も
と
饒
速
日
命
天
降
の
時
、
天
御
祖
神
、
十
種
の
瑞
宝
を
賜
ひ
、
人

の
魂
の
運ウ

ゴ

き
離ア
ク
ガ遊
る
ゝ
事
の
あ
る
を
、云
々
し
て
神
た
ち
に
請コ
ヒ
ノ
ミ祈
て
、

身
体
の
中
の
府
キ
モ
ト
コ
ロに

鎮
め
て
、
齢ヨ

を
長
か
ら
し
む
る
御
教
の
禁マ
ジ
ワ
ザ

厭
法

な
る
を
、
宇
摩
志
麻
治
命
の
受
伝
へ
て
、
神
武
天
皇
の
奉オ
ホ
ミ
タ
メ為に

仕
奉

り
け
る
を
始
に
て
、
御
世
々
々
仕
奉
る
べ
く
詔ノ
リ

お
か
せ
給
へ
る
、
い

と
も
尊
き
神カ
ム
ワ
ザ事

に
な
む
あ
り
け
る

　

つ
ま
り
「
鎮
魂
祭
と
は
、
遊
離
し
た
天
皇
の
魂
を
、
神
に
祈
請
す
る
こ

と
で
、
身
体
に
鎮
め
、
御
寿
長
久
を
願
う
呪
術
」
と
い
う
認
識
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
折
口
信
夫
は
、
鎮
魂
を
「
外
来
魂
を
身
に
附
け
る
事
」、「
分
割

の
魂
を
人
々
の
内
身
に
入
れ
て
や
る
事
」
と
し
た
が）

（1
（

、
こ
の
外
来
魂
付
着

説
は
、
西
郷
信
綱
や
松
前
健
を
は
じ
め
後
学
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た）

（1
（

。

松
前
は
、
宮
廷
の
鎮
魂
祭
は
、
石
上
神
社
の
鎮
魂
呪
法
と
は
様
式
が
だ
い

ぶ
異
な
る
と
し
て
伴
信
友
説
を
批
判
し
、
鎮
魂
祭
を
次
の
よ
う
に
指
摘
す

る）
（1
（

。
鎮
魂
祭
が
、
一
種
の
冬
至
祭
で
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
多
く
の
学
者

が
論
じ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。冬
至
は
、北
半
球
の
多
く
の
民
族
に
よ
っ

て
、「
太
陽
の
死
ん
で
復
活
ま
た
は
再
誕
す
る
日
」
と
さ
れ
て
い
た
。

岩
戸
の
前
で
「
火ほ
と
こ
ろ
た

処
焼
き
」（『
日
本
書
紀
』）
と
か
「
庭に
は
び燎
を
挙
げ
」

（『
古
語
拾
遺
』）
と
か
い
っ
て
、
大
き
く
火
を
焚
い
た
と
伝
え
て
い
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る
こ
と
も
、
世
界
に
広
い
「
冬
至
の
火
祭
り
」
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。

一
年
中
で
最
も
日
の
光
の
薄
く
、
日
の
短
い
冬
至
の
頃
が
、「
太
陽

神
の
魂
が
遊
離
し
、
死
ぬ
日
」
で
あ
る
と
考
え
、
こ
こ
に
大
き
な
火

祭
り
を
行
な
い
、
衰
え
た
光
熱
を
再
び
盛
り
か
え
し
、
ま
た
タ
マ
フ

リ
を
行
な
っ
て
、
そ
の
復
活
を
図
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ

の
日
神
ヒ
ル
メ
に
対
す
る
タ
マ
フ
リ
の
儀
礼
を
、そ
の
子
孫
で
あ
り
、

ま
た
そ
の
化
イ
ン
カ
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン

身
と
し
て
考
え
ら
れ
た
明あ
き

つ
神
の
天
皇
に
対
し
て

行
な
う
祭
り
が
、
鎮
魂
祭
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
天
皇

と
天
照
大
神
と
は
融
即
し
て
一
体
化
し
て
い
る
。
天
皇
の
大
御
身
に

対
し
て
タ
マ
フ
リ
を
行
な
う
こ
と
は
、
同
時
に
「
神
上
り
し
た
日
神

ヒ
ル
メ
の
魂
の
呼
び
返
し
」
を
す
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
た
の

で
あ
ろ
う
。

　

右
説
を
は
じ
め
、
多
く
の
先
論
は
、
天
皇
に
霊
魂
を
鎮
安
す
る
の
が
鎮

魂
祭
で
あ
る
と
捉
え
る）

11
（

。

　

た
だ
、
桓
武
天
皇
の
不
予
に
際
し
て
、「
女
巫
を
召
し
て
御
魂
を
鎮
め

さ
せ
る
」と
あ
る
が
、「
鎮
御
魂
」に
対
し
て
女
巫
が
お
こ
な
っ
た
の
は「
託

語
（
＝
託
宣
）」
で
あ
る）

1（
（

。
女
巫
が
お
こ
な
っ
た
鎮
魂
が
、
桓
武
天
皇
の

不
予
の
原
因
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
託
宣
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
猨

女
の
本
来
の
職
能
と
同
じ
く
神
憑
り
を
意
味
す
る
。
ま
た
、
鎮
魂
に
つ
い

て
明
法
家
が
解
釈
し
た
「
魂
を
身
体
に
鎮
め
る
」
こ
と
は
、
神
霊
が
身
体

に
憑
く
こ
と
に
も
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。
鎮
魂
の
訓
み
で
あ
る
「
タ
マ
フ

リ
」
も
、
本
来
は
「
魂タ
マ
フ
リ降
」
で
あ
っ
た
と
解
釈
す
れ
ば
、
矛
盾
は
な
い
よ

う
に
思
え
る
。

　

古
代
の
祭
祀
構
造
に
お
い
て
、神
事
と
し
て
妥
当
性
が
あ
る
の
は
遊
魂
・

離
魂
の
儀
式
よ
り
も
神
憑
り
で
あ
る
。
鎮
魂
を
神
憑
り
と
捉
え
れ
ば
、
天

皇
が
祭
祀
者
と
な
る
新
嘗
祭
の
前
に
神
憑
り
を
お
こ
な
っ
て
神
意
を
確
認

す
る
こ
と
で
、
天
皇
に
向
け
ら
れ
る
祟
り
な
ど
の
危
険
性
を
回
避
し
て
、

安
全
に
祭
祀
を
お
こ
な
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
る
。
鎮
魂
祭
は
天
皇
の

た
め
の
祭
祀
で
あ
り
な
が
ら
も
、
出
御
が
必
要
な
い
理
由
も
明
確
な
の
で

あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
律
令
祭
祀
に
お
い
て
「
神
意
の
特
定
」
は
ど
の
よ
う
に
制

度
化
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
崇
神
紀
や
神
功
紀
で
は
、
卜
い
・
神
憑
り
・

夢
見
・
審
神
者
な
ど
の
手
段
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
神
祇
官
に
は
、
亀

卜
を
職
能
と
し
て
担
う
卜
部
が
い
る
の
み
で
あ
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、

猨
女
は
神
事
に
関
係
す
る
と
さ
れ
る
が
、所
属
が
縫
殿
寮
で
あ
る
こ
と
は
、

猨
女
の
職
能
は
、
通
常
の
律
令
祭
祀
に
お
い
て
求
め
ら
れ
な
か
っ
た
と
考

え
る
べ
き
だ
ろ
う
。祭
祀
制
度
と
し
て
は
、「
神
意
の
特
定
」の
手
段
は「
卜

い
（
亀
卜
）」
に
一
本
化
さ
れ
、
神
憑
り
・
夢
見
・
審
神
者
な
ど
は
、
祭

祀
制
度
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。勿
論
、
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そ
れ
ら
の
有
効
性
を
否
定
し
た
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
、
推
測
す
る
に
、

亀
卜
の
持
つ
法
則
性
や
利
便
性
が
、
律
令
祭
祀
制
度
に
導
入
さ
れ
た
大
き

な
理
由
で
あ
ろ
う
。

　

右
の
よ
う
に
神
憑
り
が
制
度
化
さ
れ
ず
、
そ
の
要
素
は
鎮
魂
祭
に
僅
か

に
残
っ
た
も
の
の
、
早
い
段
階
で
そ
の
意
義
は
薄
れ
て
し
ま
い
、
別
の
意

義
付
け
が
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
鎮
魂
祭
研
究
が
難
解
と
さ
れ
る
の
も
理
解

で
き
る）

11
（

。

　
『
古
語
拾
遺
』
に
は
、「
凡
、
鎮
魂
之
儀
者
、
天
鈿
女
命
之
遺
跡
。
然
則
、

御
巫
之
職
、
応
任
旧
氏
。
而
、
今
、
不
論
他
氏
。
所
遺
九
也
。」
と
あ
っ
て
、

鎮
魂
祭
は
天
鈿
女
命
の
故
事
に
因
ん
で
お
こ
な
わ
れ
る
儀
で
あ
り
、
御
巫

の
職
を
天
鈿
女
命
の
後
裔
（
＝
猨
女
）
以
外
の
氏
が
つ
と
め
る
べ
き
で
は

な
い
と
す
る
。御
巫
は
鎮
魂
に
限
ら
ず
祭
祀
を
仕
奉
す
る
職
で
あ
る
か
ら
、

猨
女
が
特
に
相
応
し
い
と
は
言
え
な
い
が
、
鎮
魂
が
天
鈿
女
命
の
故
事
に

因
む
と
す
る
な
ら
ば
、
天
鈿
女
命
の
特
性
か
ら
考
え
て
も
、
鎮
魂
の
淵
源

を
遊
魂
・
離
魂
の
儀
式
と
捉
え
る
の
は
無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。

　

ま
た
、
斎
部
広
成
は
、
猨
女
の
職
能
を
「
神
楽
」
や
「
御
巫
」
と
す
る

が
、す
で
に
そ
の
時
点
で
、天
鈿
女
命
の
特
性
や
猨
女
の
職
能
で
あ
る「
神

憑
り
」
へ
の
認
識
は
、
か
な
り
希
薄
化
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

お
そ
ら
く
、新
嘗
祭
と
鎮
魂
祭
を
連
動
さ
せ
て
整
備
し
た
の
は
、天
武
・

持
統
朝
の
こ
ろ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
律
令
祭
祀
が
整
備
さ
れ
る
過
程
で
神

憑
り
に
よ
る
神
意
の
特
定
は
制
度
化
さ
れ
ず
、
わ
ず
か
に
鎮
魂
祭
に
の
み

残
っ
た
も
の
の
、
早
い
段
階
で
そ
の
意
義
は
薄
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

鎮
魂
祭
に
関
し
て
は
、
猨
女
の
職
能
の
み
を
取
り
上
げ
て
の
推
測
で
あ

る
の
で
、
今
後
、
全
体
的
に
検
証
を
深
め
て
い
き
た
い
。

結
語

　

以
上
、
本
論
で
は
、『
日
本
書
紀
』
巻
第
一
・
第
七
段
に
記
さ
れ
て
い

る
天
鈿
女
命
の
「
俳
優
」
と
「
顕
神
明
之
憑
談
」
を
中
心
に
考
察
し
た
。

天
鈿
女
命
の
後
裔
と
さ
れ
る
猨
女
も
併
せ
て
考
察
す
る
こ
と
で
、
古
代
の

祭
祀
構
造
の
一
端
を
明
ら
か
に
で
き
た
と
思
う
。

　

ま
ず
、『
日
本
書
紀
』
に
お
け
る
「
俳
優
」
の
用
例
や
、
天
鈿
女
命
と

猨
田
彦
神
の
伝
承
か
ら
、
天
鈿
女
命
の
「
俳
優
」
は
「
滑
稽
に
見
え
る
所

作
」
で
あ
り
、
そ
の
具
体
的
所
作
は
、「
胸
乳
を
露
わ
に
し
、
裳
の
帯
を

臍
下
に
押
し
下
げ
、
大
笑
い
」
す
る
よ
う
な
所
作
と
推
察
し
た
。
ま
た
、

「
顕
神
明
之
憑
談
」
は
神
憑
り
で
あ
り
、「
俳
優
」
と
「
顕
神
明
之
憑
談
」

は
、
天
石
窟
に
こ
も
っ
た
天
照
大
神
を
不
審
に
思
わ
せ
る
た
め
に
お
こ
な

わ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　

次
に
、
神
憑
り
は
天
鈿
女
命
が
も
つ
特
性
で
あ
り
、
そ
れ
は
天
鈿
女
命

の
後
裔
と
さ
れ
る
猨
女
の
職
能
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
神
憑
り
は
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神
名
と
神
意
を
確
認
す
る
神
事
で
あ
り
、
こ
れ
が
天
鈿
女
命
の
特
性
で

あ
っ
た
こ
と
は
『
日
本
書
紀
』
で
強
調
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
猨
女
の
職

能
が
神
事
と
さ
れ
た
こ
と
と
も
矛
盾
は
な
い
。

　

そ
し
て
、「
災
い
＝
神
の
祟
り
」
と
し
て
神
の
祟
り
を
鎮
め
る
こ
と
が

災
い
を
鎮
静
化
さ
せ
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
い
う
古
代
の
祭
祀
観
に
お
い

て
は
、
目
に
見
え
ず
声
も
聞
こ
え
な
い
神
の
名
と
意
志
を
確
認
す
る
こ
と

が
必
須
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
亀
卜
・
神
憑
り
・
夢
見
・
審
神
者
な
ど
、

神
名
と
神
意
を
明
ら
か
に
す
る
神
事
は
重
要
で
あ
っ
た
。し
か
し
な
が
ら
、

こ
の
中
で
律
令
祭
祀
制
に
採
用
さ
れ
た
の
は
亀
卜
で
あ
り
、
他
は
制
度
と

し
て
は
定
着
せ
ず
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
猨
女
の
職
能
の
意
義
も
希
薄
化

し
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　
『
日
本
書
紀
』
の
編
纂
に
お
い
て
は
、
様
々
な
素
材
が
集
め
ら
れ
た
で
あ

ろ
う
こ
と
は
冒
頭
で
触
れ
た
。
ま
た
、
正
史
で
あ
る
か
ら
に
は
、
歴
史
と

し
て
整
合
性
の
と
れ
た
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
、
多
く

の
取
捨
選
択
を
迫
ら
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
編
纂
当

時
の
価
値
観
が
加
え
ら
れ
た
と
し
て
も
、そ
れ
は
当
然
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

　

祭
祀
に
お
い
て
も
、律
令
祭
祀
制
が
確
立
す
る
過
程
に
お
い
て
は
、様
々

な
取
捨
選
択
が
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
古
く
か
ら
の
祭
祀
や

神
事
が
制
度
と
し
て
確
立
さ
れ
た
場
合
も
あ
れ
ば
、
新
た
に
整
備
さ
れ
た

祭
祀
・
神
事
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
古
く
か
ら
あ
る
祭
祀
・
神
事

で
あ
っ
て
も
、
律
令
国
家
の
理
念
に
沿
う
か
た
ち
で
意
義
が
変
容
し
た
も

の
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

本
論
は
、
神
代
巻
の
伝
承
を
律
令
国
家
の
神
事
的
理
念
に
基
づ
い
て
考

察
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
律
令
期
に
神
事
の
由
来
を
国
史
に
求
め
て
い
る

こ
と
か
ら
、『
日
本
書
紀
』
の
祭
祀
・
神
事
と
律
令
祭
祀
と
を
関
連
さ
せ

て
捉
え
る
こ
と
は
、
あ
な
が
ち
誤
り
で
は
な
か
ろ
う
と
思
う
。
律
令
祭
祀

の
構
造
を
理
解
し
、
そ
れ
に
対
応
さ
せ
て
『
日
本
書
紀
』
の
祭
祀
・
神
事

を
考
察
す
る
こ
と
が
、
結
果
的
に
穏
当
な
解
釈
に
つ
な
が
り
得
る
と
愚
考

す
る
次
第
で
あ
る
。

註（１
） 

西
川
順
土
「
日
本
書
紀
巻
一
巻
二
の
「
云
云
」
の
用
例
を
め
ぐ
っ
て
」（『
記
紀
・

神
道
論
攷
』
皇
學
館
大
学
出
版
部
、
二
〇
〇
九
（
初
出
、
一
九
七
一
））、
荊
木
美

行
『『
日
本
書
紀
』
に
学
ぶ
』（
燃
焼
社
、
二
〇
二
〇
）、
同
「『
日
本
書
紀
』
の
「
別

巻
」
を
め
ぐ
っ
て
─
奈
良
時
代
の
ア
ー
カ
イ
ブ
─
」（『
日
本
書
紀
研
究
』
三
三
、

塙
書
房
、
二
〇
二
〇
）

（
２
） 

天
石
窟
伝
承
に
つ
い
て
は
、
松
村
武
雄
「
天
岩
戸
籠
り
の
神
話
」（『
日
本
神
話
の

研
究
』
三
─
個
分
的
研
究
篇
（
下
）
─
培
風
館
、
一
九
五
五
）、
三
宅
和
朗
「
天

岩
戸
神
話
」（『
記
紀
神
話
の
成
立
』、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
四
）、
吉
田
修
作
「
ア

メ
ノ
ウ
ズ
メ
の
〈
神
が
か
り
〉・〈
わ
ざ
を
き
〉
─
天
岩
戸
と
天
孫
降
臨
─
」（『
日

本
文
学
』
六
九
二
、二
〇
一
一
）
な
ど
。

（
３
） 

天
石
窟
伝
承
と
鎮
魂
祭
と
を
関
連
づ
け
た
研
究
は
多
く
、
肥
後
和
夫
「
鎮
魂
の
儀
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に
つ
い
て
」（『
千
家
尊
宣
先
生
還
暦
記
念
神
道
論
文
集
』、
神
道
學
會
、

一
九
五
八
）、土
橋
寛「
鎮
魂
祭
と
そ
の
起
源
説
話
」（『
古
代
歌
謡
と
儀
礼
の
研
究
』、

岩
波
書
店
、
一
九
六
五
）、
谷
省
吾
「
鎮
御
魂
斎
戸
祭
に
関
す
る
一
考
察
」（『
神

道
史
研
究
』
二
八
─
一
、一
九
八
〇
）、
倉
林
正
次
「
神
話
と
祭
り
─
高
天
の
原
の

鎮
魂
と
地
上
の
鎮
魂
─
」（
瀧
川
政
次
郎
先
生
米
寿
記
念
論
文
集
刊
行
会
編
『
神

道
史
論
叢
』、
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
四
）
な
ど
。

（
４
） 

本
論
の
『
古
事
記
』
の
訓
読
に
つ
い
て
は
、
武
田
祐
吉
訳
注
・
中
村
啓
信
補
訂
解

説
『
新
訂　

古
事
記
』（
角
川
日
本
古
典
文
庫
、
一
九
七
七
）
を
参
照
し
た
。

（
５
） 

國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
編
『
校
本
日
本
書
紀
』（
角
川
書
店
、
一
九
七
五
）

参
照
。

（
６
） 

新
訂
増
補
国
史
大
系
『
類
聚
三
代
格
』（
吉
川
弘
文
館
）

（
７
） 

こ
の
場
合
の
「
猨
女
」
は
、
氏
族
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
宮
廷
に
奉
仕
す
る
た
め

に
猨
女
君
か
ら
選
ば
れ
た
女
性
を
指
し
て
い
る
。

（
８
） 

鎮
魂
祭
の
次
第
に
つ
い
て
は
、
八
束
清
貫
「
鎮
魂
祭
に
つ
い
て
」
一
・
承
前
・
承

前
完
（『
神
道
学
』
一
二
・
一
四
・
一
六
、一
九
五
七
・
五
八
）、
安
江
和
宣
「
鎮
魂
祭

の
儀
」（
皇
學
館
大
学
神
道
研
究
所
編
『
大
嘗
祭
の
研
究
』、
皇
學
館
大
学
出
版
部
、

一
九
七
八
）、
川
出
清
彦
「
鎮
魂
祭
古
儀
考
」（『
大
嘗
祭
と
宮
中
の
ま
つ
り
』、
名

著
出
版
、
一
九
九
〇
（
初
出
、
一
九
七
九
））、
塩
川
哲
朗
「
鎮
魂
祭
の
祭
祀
構
造

に
関
す
る
一
考
察
」（『
神
道
研
究
集
録
』
三
二
、二
〇
一
八
）、
同
「
鎮
魂
祭
の
成

立
と
大
嘗
祭
」（『
國
學
院
大
學
研
究
開
発
推
進
機
構
紀
要
』
一
二
、二
〇
二
〇
）

な
ど
。

（
９
） 

註
5
参
照
。

（
10
） 

註
5
参
照
。

（
11
） 

坂
本
太
郎
・
家
永
三
郎
・
井
上
光
貞
・
大
野
晋
校
注
『
日
本
書
紀
』（
岩
波
書
店
、

一
九
六
七
）

（
12
） 

小
島
憲
之
・
直
木
孝
次
郎
・
西
宮
一
民
・
蔵
中
進
・
毛
利
正
守
校
注
・
訳
『
日
本

書
紀
』（
小
学
館
、
一
九
九
四
）

（
13
） 

青
木
紀
元
監
修
・
中
村
幸
弘
／
遠
藤
和
夫
共
著
『『
古
語
拾
遺
』
を
読
む
』（
右
文

書
院
、
二
〇
〇
四
）

（
14
） 

律
令
祭
祀
の
構
造
に
つ
い
て
は
、
拙
著
（『
律
令
国
家
の
災
異
と
祭
祀
』、
吉
川
弘

文
館
、
二
〇
一
九
）
で
詳
し
く
述
べ
た
。

（
15
） 

天
石
窟
伝
承
と
神
楽
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
岩
田
勝
「
天
石
窟
の
前
に
お
け
る
鎮

魂
の
祭
儀
」（
歴
史
民
俗
学
論
集
１
『
神
楽
』、
名
著
出
版
、
一
九
九
〇
）
な
ど
。

（
16
） 

伴
信
友
「
鎮
魂
傳
」（『
伴
信
友
全
集
』
二
、
国
書
刊
行
会
、
一
九
〇
七
（
初
出
は

一
八
四
五
））

（
17
） 

折
口
信
夫
「
大
嘗
祭
の
本
義
」（『
折
口
信
夫
全
集
』
三
、
中
央
公
論
社
、

一
九
七
五
（
初
出
、
一
九
二
八
（
講
演
筆
記
）））

（
18
） 

西
郷
信
綱
「
鎮
魂
論
」（『
増
補　

詩
の
発
生
』、
未
来
社
、
一
九
六
四
）、
松
前
健

「
鎮
魂
祭
の
原
像
と
形
成
」（『
松
前
健
著
作
集
』
六　

王
権
祭
式
論
、
お
う
ふ
う
、

一
九
九
八
、（
初
出
、
一
九
七
三
））

 

松
前
健
は
、
鎮
魂
は
「
外
か
ら
霊
魂
を
招
き
入
れ
る
呪
法
」
と
「
自
分
の
遊
離
し

た
霊
魂
を
呼
び
戻
す
呪
法
」
と
が
原
像
で
あ
る
と
す
る
。

（
19
） 

松
前
、
註
18

（
20
） 

岩
田
註
15
は
、
鎮
魂
に
つ
い
て
、
み
ず
か
ら
の
共
同
体
の
生
産
や
存
続
を
阻
害
す

る
霊
的
存
在
（
＝
魂
・
タ
マ
）
を
は
ら
い
し
ず
め
る
（
＝
鎮
）
こ
と
で
あ
り
、
悪

霊
強
制
の
祭
儀
で
あ
る
と
す
る
。

 

ま
た
、
渡
邉
勝
義
『
鎮
魂
祭
の
研
究
』（
名
著
出
版
、
一
九
九
四
）
は
、
折
口
の

外
来
魂
付
着
説
を
否
定
し
、
鎮
魂
祭
は
、
天
皇
の
身
体
の
安
全
を
乞
い
願
う
も
の

で
は
な
く
、
大
嘗
祭
前
に
他
者
の
荒
ぶ
る
魂
を
鎮
め
る
も
の
と
す
る
。

（
21
） 『
日
本
後
紀
』
延
暦
二
十
四
年
二
月
庚
戌
条

（
22
） 

拙
稿
「
古
代
皇
位
継
承
に
お
け
る
神
璽
に
つ
い
て
の
試
論
」（『
國
學
院
雑
誌
』

一
二
〇
─
一
一
、二
〇
一
九
）
で
は
、
践
祚
に
お
け
る
神
璽
奉
献
儀
礼
の
意
義
や

儀
礼
が
変
化
し
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
筆
者
は
、
古
代
祭
儀
の
意
義
や
儀
礼
が
変

化
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
後
世
の
鎮
魂
祭
の
儀
式
次
第
か
ら
は
、
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祈
願
の
要
素
し
か
見
当
た
ら
な
い
が
、
そ
こ
か
ら
「
鎮
魂
」
の
名
称
由
来
を
探
る

の
は
困
難
で
あ
る
。
ま
た
、
鎮
魂
の
み
を
考
え
て
も
、
鎮
魂
祭
の
儀
式
次
第
と
の

整
合
性
は
と
れ
な
い
。
儀
式
研
究
と
『
日
本
書
紀
』
研
究
と
は
両
輪
を
な
す
場
合

が
あ
り
、『
日
本
書
紀
』
に
反
映
さ
れ
た
祭
祀
観
と
実
際
に
儀
礼
が
お
こ
な
わ
れ

て
い
た
当
時
の
祭
祀
観
と
を
考
察
し
な
い
と
、
全
体
的
な
理
解
に
た
ど
り
着
か
な

い
祭
祀
・
神
事
が
あ
る
だ
ろ
う
。


